






























































































































































































































































































































































































































































































ウエイティングリスト運用手順書 
 

1. リスト作成方法 
（１） 駐車場ウエイティングリストは、一般駐車場ウエイティングリストと、障害者用駐車場ウエイテ 

ィングリストの２種類のリストを作成する 
（２）リスト作成の為初回のみ抽選とし、以降は登録申請書を管理室へ提出し、受け付けた順とする。 

 
2．拒否権について 

（１） 一般駐車場待機者には拒否権（自身の順番が来たときにその権利を行使しない）があり、拒

否権行使の場合は次点希望者が繰り上がり、拒否権行使者は順位が保持される。但し、障害

者用駐車場待機者は拒否権を行使できない。 
（２） 一般駐車場待機者は拒否権を何回でも行使できる。 

 
3．障害者用駐車場明け渡し者の処置 

   駐車場運営細則第１条第７項の適用を受けた障害者用駐車場明け渡し者は、一般駐車場ウエイティン 
グリストの１位とし、以降順位を繰り下げる。 
 

4．ウエイティングリスト更新および案内 
（１）上記運用にてリストを順次更新し、更新内容は管理室と理事で管理する。 
（２）空き駐車場が出た場合は、管理組合（管理室）より待機者全員に一斉に案内し契約意思の有 

無を確認する。 
 （３）前項の確認方法は、書面により行う。回答期限は 30 日間とし、この期間内に契約締結が行われな

い場合は再度案内を出す。 
 （４）回答期間内に複数の待機者から契約希望が出た場合は、リスト順位の上位者から決定する。契約可

否の結果は契約の意思表示をした待機者全員に通知する。 
 （５）拒否権を 10 回行使した待機者はリスト順位を最後に変更する。 
 （６）待機者のうち 1 ヶ月以上出張や旅行で不在となる場合は、契約意思の有無を予め管理室に伝えるこ

とができる。この場合、駐車区画の選択はできないものとする。また、予め連絡先または連絡方法

を管理室に報告することで案内を受けることができる。但し、1 ヶ月以内に連絡が取れない場合は

回答なしとみなす。 
（７）各申請者は適宜、リスト順位を管理室へ確認することができる。また全申請者へ年２回（原則 4

月と１０月）、更新案内を送付する。 
 
5．新たな事由が発生した場合は、理事会にて運用を検討する。 



久我山ガーデンヒルズ防犯カメラ運用細則 
 
（総 則） 
第１条 この運用規則は、久我山ガーデンヒルズ内の防犯カメラで録画した映像データ

の管理と閲覧の方法等について必要な事項を定める。 
（目 的） 
第２条 この運用規則は、防犯カメラで録画した映像データの管理、閲覧の方法等につ

いて必要な事項を定めることにより、犯罪等の抑止とプライバシー保護との整合を図

ることを目的とする。 
（映像データの管理者） 
第３条 防犯カメラで録画した映像データは、理事会が管理するものとする。 
（映像データの閲覧等） 
第４条 理事長は、録画した映像データを盗難等の刑事事件、器物損壊等の民事事件及

び事故等が発生した場合にのみ利害関係者に閲覧させることができる。ただし、防犯

カメラシステムの保守点検等のために必要な場合はこの限りでない。 
２ 前項の事件または事故の利害関係者は、理事長に対して録画した映像データの閲覧

を申し出ることができる。この場合において、閲覧を申し出ようとする者は、録画し

た日から５日以内に、閲覧理由を付した申出書を理事長に提出しなければならない。 
３ 理事長は、前項の申し出があった場合には、直ちに録画済映像データの保全の措置

を講ずるとともに、理事会を招集して閲覧の可否を決定するものとする。 
４ 理事長は、映像データの閲覧をさせる場合には、複数の理事または監事を立ち会わ

せなければならない。 
５ 理事長が管理上必要と認めるときは、理事または監事は、前各項の手続きを経ない

で映像データを閲覧することができる。 
（証拠の提出） 
第５条 訴訟等の証拠として録画済の映像データの提出を求められ、理事会がこれを承

諾したときは、理事が必要な部分だけを再録画して提出するものとする。 
（秘密保持の責務） 
第６条 前２条の規定により録画した映像データを閲覧した者は、その内容を第三者に

公表してはならない。 
（規則の改廃等） 
第７条 本規則の改廃は、団地総会の決議による。 
２ 本運用規則に定めなき事項または条文の解釈に疑義が生じたときは、理事会で協議

し暫定運用の上、団地総会で決議するものとする。 
 
（付 則） 
この運用規則は、２００６年（平成１８年）６月１８日から施行する。 



様式第１ 申 出 書（第４条第２項） 
  年  月  日申出 

 久我山ガーデンヒルズ管理組合  
 理事長         様 
 

住   所                   
申出者（利害関係者）               印  

電 話 番 号                   
 

録画済映像データの閲覧申出書 
 
 私は、久我山ガーデンヒルズ防犯カメラ運用規則第４条第２項の規定に基づいて、マ

ンション内の防犯カメラで録画した映像データの閲覧を申し出ます。 
 なお、この申出に係る映像データの閲覧を許可されたときは、その内容を第三者に公 
表いたしません。 
 
 ・閲覧申出の理由（具体的に） 

 
 

 ・閲覧を申し出る録画の日時 
      年  月  日、（午前・午後）  時  分頃 
 
 



様式第２ 不許可通知（第４条第３項） 
  年  月  日 

 利害関係者         様 
 

久我山ガーデンヒルズ管理組合  
理事長         印 

 
録画済映像データの閲覧不許可について（通知） 

 
    年  月  日付であなたから申し出があった録画済映像データの閲覧申出

書は、久我山ガーデンヒルズ防犯カメラ運用規則第４条第３項の規定に基づいて理事会

で検討した結果、不許可と決定しましたので通知します。 



(目的)

第1条 この細則は、管理規約第８８条の規定に基づき、会計処理について、必要

な事項を定めることを目的とする。

(駐車場使用料の団地修繕積立金等への充当)
第2条 管理規約第３７条の規定により、その年度において駐車場使用料として

得られる額が、専用駐車場を除く駐車場が満車であった場合に駐車場使用料

として得られる額の８５パーセントに相当する額を超える場合は、当該超える

分の額（１円未満の端数は、切り捨てる。）を当該年度における団地修繕積立金

等へ充当するものとする。

２　前項の規定にかかわらず、駐車場使用料の団地修繕積立金等への充当は、

　　当該年度における管理費等の余剰の範囲内で行うものとする。

(委任)
第3条 この細則に定めのない会計処理に関する事項については、理事会で協議し、

暫定的に運用を行ったうえ、団地総会で決議するものとする。

附則 この細則は、団地総会で決議を得た日から効力を発する。

 （平成20年5月31日開催の第3期定期総会にて可決承認）

会計処理細則



久我山ガーデンヒルズ管理組合防災部規約 
 
（名 称） 
第１条 この部は久我山ガーデンヒルズ管理組合防災部（以下、「当部」という）と称する。 
 
（事務所の所在地） 
第２条 当部は、久我山ガーデンヒルズ（以下、当マンションという）内（世田谷区北烏

山７丁目２５番６号）に置く。 
 
（目 的） 
第３条 当部は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地

震その他の大規模な災害（以下、「地震等」という）による被害の防止及び軽減を

はかることを目的とする。 
 
（活 動） 
第４条 当部は、前条の目的を達するため次の活動を行う。 
（１）防災事業計画の作成 
（２）防災知識に関すること 
（３）地震等に対する災害予防に関すること 
（４）地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導、給食給

水等応急対策に関すること 
（５）防災訓練の実施に関すること 
（６）防災資機材等の整備に関すること 
（７）区、警察、消防などの関係機関との連絡に関すること 
 
（構 成） 
第５条 当部は、世田谷区北烏山７丁目２５番１～８号及び三鷹市２丁目１８番４５～４

６号の地域にある世帯をもって構成する。 
 
（役 員） 
第６条 当部に、次の役員を置く。 
（１）部長    １名 
（２）副部長   ２名以上 
（３）会計担当  ２名以上 
２．副部長と会計担当の委嘱は、部長が行う。行政への届出に関する代表者等の委嘱は部

長が行う。 
 
（役員の任務） 
第７条 部長は当部を代表し、部の業務を総括し地震等の発生時における応急活動の指導

を行う。 



２．副部長は、部長を補佐し、部長に事故のあるときはその職務を行う。 
３． 会計担当は当部の会計経費・庶務を担当する。 

 
（会議） 
第８条 会議では、必要に応じて次の案件を審議し、施策実施の際は、当マンション管理

組合理事会の合意を得ることとする。ただし、地震等災害時において緊急実施

を要する場合は、施策実施後に理事会へ報告をすることとする。 
（１）日常業務及び緊急事項 
（２）規約改正について 
（３）防災組織の編成及び役員の決定及び任務分担について 
（４）事業計画について 
（５）予算決算について 
（６）その他 
 
（経 費） 
第９条 当部の運営に関する経費は、当部への交付金等の収入に基づくこととする。ただ

し、目的達成のため経費が不足する場合は、当マンション管理組合の管理費か

ら支出できることとする。 
 
（会計） 
第１０条 当部の会計は、当マンション管理組合の一部として管理されることとする。 
２．交付金等の入金先口座は、久我山ガーデンヒルズ管理組合の口座とする。 
 
附 則 この規約は、平成２１年３月１５日から実施する。 



 
 

久我山ガーデンヒルズ資金運用方針 
 

目次： 第 1 章 総則 

第 2 章 管理費会計に係る資金 

第 3 章 修繕積立金会計に係る資金 

第 4 章 雑則 

附則 

結論に至った背景・経緯 
 

第 1 章 総則 

1. 目的 

本方針は久我山ガーデンヒルズ管理組合（以下、「管理組合」という。）が管理する資金

について、その運用方針を定めることにより、適正な資金運用を行うことを目的とし、久

我山ガーデンヒルズ管理規約（以下、「管理規約」という。）第 58 条第 1 項第九号及び第 72

条に基づき、団地総会の議決により定めるものである。 
 

2. 位置付け 

（1） 総会議案の作成 

理事会は、資金運用に関する総会議案を作成する際に、本方針に従うものとする。 

（2） 本方針の変更 

本方針の変更は団地総会の決議により行うものとする。 
 

3. 定義 

本方針において使用する用語の意義は、管理規約第 2 条（定義）等の定めに準ずるもの

とする。 
 

4. 法令等との関係 

資金運用は、区分所有法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律（以下、「マン

ション管理適正化法」という。）等の法令、管理規約の定めるもの以外は、本方針の定める

ところによる。 
 

5. 対象範囲 

本方針は、管理規約第 72 条に定める団地及び各棟管理費余剰金（以下、「管理費資金」

という。）並びに団地及び各棟修繕積立金余剰金（以下、「修繕積立金」という。）を対象と

する。 
 



 
 

6. 資金運用の原則 

上記１．目的にいう、「適正な」とは、以下の要素を確保することをいい、資金運用に当

たって、十分に考慮する。 

（1） 安全性 

管理費資金及び修繕積立金は、その使用目的から、元本の安全性の確保が最重要

である。必ずしも資金運用による収益の最大化、物価上昇等の対策を目的とした運

用を安全性を損なってまで追求するものではない。元本割れの危険性が極めて低い

金融商品により運用するとともに、金融商品を提供する金融機関の信用力、経営状

態等に十分留意する。 

（2） 流動性 

計画上の支払いのみならず、想定外の支払いにも対応できるよう、流動性を確保

する。 

（3） 公平性 

各棟の管理費資金及び修繕積立金は、同時期に運用を開始したものについては原

則として全て同条件で運用する。 

（4） 透明性 

資金運用方法については、団地総会にて説明し議決を得る。運用結果については、

団地総会で報告する。 
 

7. 運用の実施及び解約 

（1） 運用の実施 

運用の実施には団地総会の決議を要する。 

（2） 解約 

団地総会において議決され、実施された運用商品は原則として中途で解約するこ

とはできない。ただし、事前に予測することの困難な事故等に対応する必要があ

るときは、理事会の決議を経て運用商品を中途解約し、直近の団地総会において

その理由を報告し追認を受けなければならない。 
 

8. 法令等に関する留意事項 

資金運用に当たっては、以下の各法令等の定めに留意する。 

（1） マンション管理適正化法 

マンション管理適正化法に定めるマンション管理業者に管理事務を委託する場合、

法、施行令、施行規則、関連する通達等に従い、管理組合が運用している有価証券

（国債等）または預り証を預けないこと。 

（2） 預金保険法に基づく、金融機関が破綻した場合の取扱い（ペイオフ） 

① 決済用普通預金（無利息）は、預金金額が全額保護される。 



 
 

② 利息の付く普通預金、定期預金、定期積金等は、預金者一人（名寄せ後）当たり、

一金融機関につき一千万円までの元本及び利息等が保護される。管理組合は、「権

利能力なき社団」という一つの法人格を有しない団体であり、区分所有法第 65 条

に定める団地管理組合である。ただし、団地及び各棟の預金口座は、管理規約に

より管理組合が管理し、全体として一人の預金者の口座として取り扱われる。な

お、口座名義は、全て管理組合理事長である。 

（3） 管理規約 

① 区分経理 

第 38 条第 2 項に従うものとする。 

② 運用手続実施者 

第 50 条第 2 項に基づき、会計担当理事は、団地総会決議に則り、運用の手続き

を行う。 

③ 棟総会の権限 

第 58 条第 1 項第九号及び第 72 条により、棟別の資金運用についても、団地総

会に決議権限がある。ただし、第 80 条（棟総会の議決事項）第 1 項第四号に基

づき、棟総会の決議により、「建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項

の調査の実施及びその経費に充当する場合の棟別修繕積立金等の取崩し」が

できる。 

④ 理事長の権限 

第 48 条第 4 項により、理事長は、災害及び事故等の防止又はその復旧のため緊

急を要する場合、団地一般会計又は棟別一般会計から支出し、その費用に充当す

ることができる。また、第 48 条第 4 項の場合で団地一般会計又は、棟別一般会計

が不足した場合は、第 58 条第 7 項により、総会の決議を経ずに修繕積立金より支

払うことができる。 
 

第 2 章 管理費会計に係る資金 

1. 対象 

当章の対象は、管理費資金とする。 
 

2. 運用方法 

管理費資金の運用は、全額、決済用普通預金にて行う。 
 

3. 預け入れ先 

 預入先の金融機関等については、規模、信用、財務内容、事務的利便性等を考慮する。 
 

4. 運用の決定 



 
 

 本方針に定める範囲での管理費資金の運用は、団地総会の議決により、運用金額、預入

金融機関、運用商品、運用期間を決定する。 
 

5. 運用内容の報告 

管理費資金は年 1 回団地総会時に、収支決算報告の一環として報告する。 
 

第 3 章 修繕積立金会計に係る資金 
 

1. 対象 

当章の対象は、修繕積立金とする。 
 

2. 運用方法 

修繕積立金の運用は、以下の(1)及び(2)を明確に区分して行う。 

（1） 突発的な修繕等のため常時準備すべき資金 

計画外の修繕積立金の支払が必要になった場合に流動的に使用できるよう、決済用

普通預金に常時準備しておく修繕積立金の最小金額は以下の通りとする。 
 

団地修繕積立金 １２００万円 

各棟修繕積立金  一番館 ３５０万円 

二番館 ２００万円 

三番館 ３００万円 

四番館 ２５０万円 

五番館 ２５０万円 

六,七番館 ４５０万円 

八番館 １５０万円 

九,十番館 ２５０万円 

とする。 

（2） 上記 (1) で確保した資金を超える修繕積立金 

① 中途解約により元本割れの可能性のない円建て定期預金（金額の上限はペイオフ

の元本保護範囲内とする） 

② 国債 

③ 住宅金融支援機構の「すまい・る債」 

④ 第一号から第三号までの金融商品は、日本円建てとし、外貨、株式、投資信託（Ｍ

ＲＦ・ＭＭＦ含む）、デリバティブ等の運用は行わないものとする。 

3. 預け入れ先 



 
 

預入先の金融機関等については、規模、信用、財務内容、事務的利便性等を考慮する。 

4. 運用の期間 

運用の期間については、長期修繕計画（原則５年ごとに見直し）を参考に大規模な修繕

のある時期を勘案して、満期となる時期を設定する。 
 

5. 運用の決定 

本方針に定める範囲での修繕積立金の運用は、団地総会の議決により、運用金額、預入

金融機関、運用商品、運用期間を決定する。 
 

6. 運用内容の報告 

修繕積立金は年 1 回団地総会時に、収支決算報告の一環として、運用の方法、期間、利

率等を明らかにするものとする。 
 

第４章 雑則 

1. 免責 

本方針の定めに従い管理費資金及び修繕積立金を運用していたにも関わらず、損害が生じ

たときは、理事会または理事長他の役員個人は責任を負わないものとする。 
 

附則 

1. 本規定は平成 22 年 5 月 29 日より施行する。 
 

 

================================================================== 

 

結論に至った背景・経緯 
 

1. 資金運用の承認権限について（第 1 章 2） 

管理規約第 72 条は、管理費資金及び修繕積立金の余剰金は、「管理組合の責任にお

いて保管・運用する」ことを規定している。また、第 58 条第 1 項第九号は、修繕積立

金の「保管及び運用方法」は、団地総会の決議を経なければならないことを規定して

いる。 

以上の規程の下、資金運用の承認については、以下の 2 つの方法が考えられる。 

（1） 資金運用に関する詳細事項をその都度団地総会で決議する。 

根拠： 

 「管理組合の責任において保管・運用する」「保管及び運用方法は、団地総会



 
 

の決議を経なければならない」という条文の文言を重視。 

 組合員の共有財産の資金運用であることの重要性に鑑み、団地総会で組合員

が直接決議することが望ましい。 

（2） 資金運用方針を団地総会で議決し、その範囲内で詳細については理事会に付託す

る。 

根拠： 

 マンションの資金運用は、リスクを取って積極的な利殖を目指すのではなく、

安全性を最優先した運用を目的とするものであり、運用方法の選択肢は狭い。

従って、団地総会で承認された方針の範囲内で理事会に裁量を与えたとして

も、管理組合の意に反する危険はない。 

 団地総会の決議で運用方法を決定したとしてもその時点では、期間や利率が

確定していない場合、また商品自体の発行が確定してないものもある（すま

い・る債など）。そのため、細部については、理事会に裁量を与えなければ現

実的な運用は難しい。 

両者の根拠を検討した結果、組合員の共有財産に関する事項は、組合員が直接決議す

ることが望ましいとする意見が強く、本方針は(1)を前提として作成された。なお、 

(2)の根拠にもあるように、全ての運用条件を団地総会の議案で決定することは不可能

であるため、理事会の判断に委ねる部分が皆無ではないことを確認した。 
 

2. 運用の公平性について（第 1 章 6(3)） 

   団地管理費資金と団地修繕積立金は団地建物所有者全員の共有財産であり、各戸に

よって差が出ることはない。一方、各棟管理費資金、各棟修繕積立金においては、各

戸の公平性を維持するためには運用条件が異なることを避けることが必要と判断した。 
 

3. 区分経理について（第 1 章 8(3)○1  ） 

（1） 第 38 条第 2 項には、以下の 2 つの解釈がある 

 棟ごとに区分経理するためには、資金運用も棟ごとに分けて実施しなければな

らない。 

 「経理する」とは、発生した事象を忠実に帳簿に記載することであり、当条項

は、資金運用行為自体の区分を求めるものではない。従って、全棟分を一括運

用し、運用結果を各棟に合理的に配分し、区分して記帳すれば問題ない。 

（2） 管理規約第 38 条第 2 項の解釈については、運用案を作成する期に委ねることとし

た。 
 

4. 管理費資金及び修繕積立金の運用方法について（第 2 章 2 及び第 3 章 2(2) ） 

① 管理費資金を決済用普通預金にて運用することとした理由は、管理費会計に



 
 

おいては、毎期継続して、区分所有者から納められる管理費収入を、必要な

管理費の支出に充てることから、安全性及び流動性の確保が重要なためであ

る。下表参照。 

② 修繕積立金運用方法 

運用に際して利用する金融商品を、定期預金（ぺイオフの保護範囲内）、国債、

すまい・る債に限定したのは、安全性を重視し、下表の安全性が◎の金融商

品のみを許容した結果である。 

商品 リスク 
安全性 

=リスクの裏返し 

許容される運用方法 

 

管理費 修積 

決済用普通預金 
預金保険制度が

破綻するリスク 

◎ ✓ ✓ 

普通預金（１千万円まで） ◎   

定期預金（１千万円まで） ◎   ✓ 

普通預金（１千万円超） 預け先の銀行が

破綻するリスク 

○     

定期預金（１千万円超） ○     

国債 
日本国が破綻す

るリスク 
◎   ✓ 

すまい・る債 

住宅金融支援機

構が破綻するリ

スク 

◎ 

 
  ✓ 

◎：超高  ○：高   

 

5. 常備準備すべき資金について（第 3 章 2(1)） 

まず一戸あたりの準備すべき額を、団地は３万円、一番館から六、七番館は５万円、

八番館と九、十番館は６万円と設定し、それに戸数をかけた上で調整した。 
 

以 上 
 

（平成 22 年 5 月 29 日開催の第 5 期定期総会にて可決承認） 
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久我山ＧＨコミュニティ協議会運営細則 

 

第 1 条（名称） 

本会は久我山ＧＨコミュニティ協議会(以下「本会」という。)と称する。 

 

第 2 条（目的） 

 本会は、久我山ガーデンヒルズにおける、居住者相互の親睦と交流を深め、生活環境の改善

と向上を図り、安全で快適に暮らすために必要な活動を行うことを目的とする。 

 その運営に当たっては、久我山ガーデンヒルズ管理組合理事会との協力関係を維持するもの

とする。 

 

第３条（活動） 

本会は、自主的、民主的かつ公正な住民組織として、個性やプライバシーを尊重し、営利

的、政治的、宗教活動などに利用されることなく次の活動を行う。 

（１）住民相互の親睦を深め、コミュニケーションを図るための活動 

（２）福利厚生のための活動 

（３）防犯・防災及び生活環境の改善と向上のための活動 

（４）その他、本会の目的を達成するための活動 

 

第４条（会員及び会員資格） 

本会は久我山ガーデンヒルズの所有者、及び居住者をもって構成する。 

       

第５条（役員） 

  本会に第 3 条の活動を円滑に行うための執行機関として、決議事項に関する実行決定権を

有する次の役員を置く。 

（１）会長     1 名 

（２）副会長    2 名以上 

（３）会計     2 名 

（４）その他の役員 最大 15 名程度 

 ２ 会長、副会長、会計は役員会で役員の中から互選するものとする。 

 ３ 上記の役員は管理組合理事会の承認を得るものとする。 

 ４ 管理組合の監事は協議会の役員になることはできない。 

５ 管理組合の理事会との協力関係を維持するために理事会役員より、前期役員を３名、選

出するものとし、当期のコミュニティ・生活担当理事２名も役員に就任する。 

 

第 6 条(役員の任務) 

 本会の役員の任務は次のとおりとする。 
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（１）会長は本会を代表して役員会を総括し、役員会の議長を務める。 

（２）副会長は、会長を補佐し、会長に支障がある時はその職務を代行する。 

（３）会計担当役員は本会の会計業務を行う。 

（４）役員は役員会の運営に協力するとともに、本会の具体的な業務を担当する。 

（５）本会が必要とする任務については、その都度協議する。 

 

第７条（役員会の開催） 

 役員会の開催は月 1 回程度とし、その他にも必要の都度、会長が招集する。ただし、役員

のうち 4 名以上の要請がある時は、速やかに開催しなければならない。役員会は役員の過

半数の出席によって成立し、審議事項は出席する役員の過半数の賛成により成立する。尚出

席は委任状により代えることができる。 

  

第８条（役員の任期） 

  役員の任期は 1 年とし、その期間は管理組合の定時団地総会の翌日から次の定時団地総会

の日までとする。再任は妨げないが、連続しての任期は５年までとする。 

 

第９条（活動費用について） 

 本会の活動費については、久我山ガーデンヒルズの管理組合の管理費からその都度充当

する。その活動及び費用については理事会の承認を得て行うものとする。 

 

第１０条（実施要項等） 

 この運営細則に定める以外の必要な実施要項は、役員会で議決し、理事会の承認を得て、

団地総会で報告することとする。 

 

第１１条（改廃） 

 この運営細則の改廃は、団地総会の決議による。 

 

 

附則 この運営細則は平成２５年５月２5 日より適用する。 



(目 　　　　　　的)

第1条 本則は、当マンション管理組合理事会(以下「理事会」という)の運営・活動を

適正・適法で速やかに効率よく実施することにより理事・監事が費やす業務

時間の最短化を目的とする。

(引継時期の理事会開催議事・運営)
第2条 各期第1回理事会の開催招集は、前期理事長が行う。

１　同理事会の議長は前期の理事長又は副理事長とし、議事・運営は議長に

　　一任する。

２　同理事会の議事録素案は、前期書記担当理事が作成し、前期理事・監事

　　並びに今期理事･監事の修正・追加・削除・校正等を経て今期書記担当理

　　事が議事録を完成し、署名をもって完了とする。

(担当理事の選任)
第3条 １　各期第1回理事会にて下記の担当理事を決める。

理事長 1名

3名

防災・防犯担当(副理事長1名含むことができる) 3名

会計担当（副理事長１名含むことができる）　3名

共用施設担当　 3名

駐車場・駐輪場・バイク担当　 ２名

ペット・植栽担当　 2名

コミュニティ・生活担当 ２名

２　理事長職選任の際に、立候補者がいない場合は、再任理事以外の中から、

　　抽選等により選出する。

３　防災・防犯担当および会計担当は、世田谷区（３番館～１０番館）および三鷹市

　　（１番館もしくは２番館）から、それぞれ１名以上選出することとする。

(各理事監事・アドバイザー間の連絡方法開示)
第4条 情報を速やかに共有し、共通認識を効率良く持つ手段として各理事監事並び

にアドバイザーは、第1回理事会後速やかに個人等の所有する連絡方法(パソ

コン：メールアドレス・TEL/FAX)を各理事監事・アドバイザー・管理会社(以下

「関係者」という)に開示する。

１　パソコン：メールアドレス等がない場合には、他の連絡方法を開示する。

２　連絡方法の開示による個人情報の取扱いは、関係者の良識に委ねる。

３　理事会は、個人情報流失による個人の損失につき責任を負わない。

理事会運営細則　

総　　　　則

広報・書記担当(副理事長1名含むことができる)
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(各担当の引継)
第5条 前期担当理事・監事は、原則として第1回理事会終了後第2回理事会開催日

までに新規担当理事・監事に引継ぐものとする。

１　期中退任理事・監事にあっては理事会決議後１ヶ月以内に引継ぐものとする。

２　新規担当理事・監事並びに期中退任理事監事の引継ぎは、引継書を介して

　　引渡し者・引受け者双方が確認し実施する。

(理事・監事の期中退任・職務の終了)
第6条 理事･監事が期中退任する場合には、規約第４６条第２・３項により後任理事・

監事を理事会で補充し、退任理事・監事は、後任理事・監事への引継ぎ完了を

もってその職務を終了する。

(議　　　　　　事)
第7条 理事会等の会議の進行は、「ロバート議事法」をベースとし、以下とする。

・ 発言者は挙手し、議長の指名により発言する。

・ 発言者は発言の冒頭に「賛成・反対・質問・補足説明」等を明確にする。

・ 発言者は同じことを何度も言わない。

・ 議案は、多数決で決定する。

・ 新議案提出に基づく手順

①新議案を採択するか否かを多数決にて決定する。

②審議を行う。

③審議後新議案につき提案者を含め賛成者が2名（監事を除く）以上

　の場合は、継続審議とする。2名未満の場合は、否決とする。

(議事運営)

第8条 理事長は、議題により理事会開催当日午前中までに理事監事と協議し、予め

理事会進行の配分時間を想定しておく。

１　理事長は、必要に応じ議事運営に理事長を補佐するジャッジを置くことが

　　出来る。

２　理事長は、ジャッジを理事より任命する。

３　理事長は、本則第45条の１に基づき改善すべき事項については関係する

　　担当理事等に対策案の検討を要請することが出来る。

(情報の共有)

第9条 理事会開催時間を効率的に使う為、理事・監事は得られた情報を速やかに

関係理事・監事に伝え、情報の共有化を図る。

(理事会議題資料の事前配布)

第10条 理事会開催時間を効率的に使う為議題資料は、事前に配布(紙又はパソコン
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メール添付等)し、各理事・監事は同議題に対する各意見を纏め、開催理事会

の準備をする。

(預金口座の名義・住所)

第11条 資産（預金)の安全を確保する為、当マンション管理組合預金口座の名義・住所

にあっては名義は「久我山ガーデンヒルズ管理組合」当期理事長名とし、住所は

当期理事長個人の住所とする。

(預金口座理事長印鑑保管・押捺記録)

第12条 理事長は、当管理組合理事長印(以下「同印」という)を保管し、同印を捺印する

場合には押印簿に記録する。

１　理事長は、同印を他所・他者に預けてはならない。

　　但し、止もう得ない緊急等の状況が発生した時には理事長は、副理事長・

　　監事を含む理事と検討し対処をする。緊急を要する場合は事後に理事会に

　　報告し、理事会の承認を得る。緊急を要しない場合には理事会に提案し、

　　理事会の承認を得た後に対処する。

(広報・書記指針)

第13条 理事会活動を組合員及び居住者に周知し、情報の共有を図るため、掲示板･

意見箱・アンケート・ポータルサイトといった様々な媒体を活用して広く組合員

及び居住者に開かれた理事会を目指す。

１　理事会の議事録を作成することにより理事会の議事の要旨を正確に記録

する。

２　議事録をはじめとするマンションの運営・活動に関わる資料や重要図書を

適正に管理・保存することによって、理事会活動の検証や、活動の連続性

を保障するための一助とする。

(「掲示板」運用基準)

第14条 掲示板に貼付される掲示物には、理事会受付承認印が押印されていなければ

ならない。

１　原則掲示物は、全掲示板に同一内容・同一期間掲示するものとする。

　　ただし、棟総会の招集等、各棟の代表者による掲示を妨げるものではない。

２　掲示板は、広報・書記担当理事が責任を持ってその管理にあたり、本条及び第1項

　　に該当しない掲示物が貼付されていた場合には、貼付者に対して撤去を求

　　めるなど速やかに必要措置を講じる。

３　理事会決議等にあって速やかに組合員に周知することと理事会が判断した

　　事項については、理事会速報として原則、理事会終了後3日以内に掲示板に

　　掲示する。

第1章　広　　報　・　書　記
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４　七番館フロントに設置されている「ホワイトボード」については本条及び第1～

　　3項の運用とはせず、管理組合・広報・書記担当理事・管理会社のもと、柔軟且つ

　　柔軟な運用ができるものとする。

(「アンケート」運用基準)
第15条 居住者へのアンケートを実施する際には、理事会に諮ることとし、内容、実施時

期、実施方法などを検討の上広報・書記担当理事が実施する。

１　各棟固有のアンケートについては、各番館担当理事により実施できるものと

　　する。　

　　ただし、実施前に理事会においてその内容について承認を得ることを原則

　　とする。

２　アンケート実施後は必ず全居住者へのフィードバックを行うこととし、必要に

　　応じて改善策等の決定事項も合せて周知する。

３　実施したアンケート及び集計したまとめは理事会で共有できるよう保管する

　　こととし、過去におこなわれたものがきちんと引継がれるものとする。

(「ポータルサイト」運用基準)
第16条 広報・書記担当理事は、マンションポータルサイトの迅速且つタイムリーな情報更新

努める。

１　広報・書記担当理事は、理事会による情報発信のほか広く居住者から情報提供

　　行われるようポータルサイトの活用に努める。

２　広報・書記担当理事は、定期的にポータルサイトの利用状況を把握し、居住者の

　　利用促進が図られるよう努め、必要に応じて適宜サイト運用者に対して改善

　　を促す。

（書記業務）
第17条 １　議事録

・理事会開催後、議事録（案）を速やかに作成し、これを全理事・監事に提示
して修正・削除を求め、意見を反映する。
・必要な修正を加えた議事録決定稿への署名・捺印を理事長若しくは
副理事長に求め、広報・書記担当理事自身も署名・捺印した後、理事会当日に
配布された資料と共にこれを書庫に収納する。
・広報・書記担当理事と連携の上、議事録をポータルサイトにも掲載する。
２　久我山ガーデンヒルズ管理上重要な書類の管理
・管理規約第63条第4項に定める理事会議事録のほか、同第59条に定める
団地総会議事録、同第74条に定める帳票類、同第83条に定める棟総会
議事録、同第90条に定める規約原本、ならびに管理組合に関わるその他
の重要書類を適正に保存、管理し、重要書類の散逸がないことを年１回程度
確認する。

(防災・防犯指針)

第18条 居住者がより安全安心な環境で生活出来るよう、災害・犯罪が発生しにくく、

第2章　防災・防犯
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万が一、発生した場合にはその被害を最小限に止められるよう、管理組合員

および居住者による協力体制の整備を目指す。

(防災・防犯運用基準)

第19条 「久我山ガーデンヒルズ管理組合防災部細則」および「久我山ガーデンヒルズ

防犯カメラ運用細則」を基準とする。

(防災・防犯業務)

第20条 防災・防犯担当理事は以下の業務を行う。

（１）久我山ガーデンヒルズ防災部細則に定める活動

（２）防災訓練の実施

（３）マンション内の防犯体制の強化

（４）防犯カメラ映像の管理に関する業務

２．災害・犯罪が発生した場合は、その被害状況等を把握し、問題点を整理

して、すみやかに理事長に報告する。また、理事長の指示により、警察への

届出、居住者への情報開示による注意喚起等、被害の拡大防止に必要な

措置等を行う。

３．警察から捜査協力依頼があった場合は、すみやかに理事長に報告し、

理事長の指示のもと必要な措置を取るものとする。

４．防犯カメラ映像は、別に定める久我山ガーデンヒルズ防犯カメラ運用

細則により管理する。

(防災訓練の実施)

第21条 第２０条第１項の防災訓練は、以下の要領で消防署および行政機関等の立会

いのもと、理事会役員が実施する。

２．毎年（毎期）１回、原則として10～12月に実施する。

３．同訓練の実施に当たっては久我山ガーデンヒルズ防災部との連携を図り、

消防署および行政機関等と事前調整の上、訓練計画を作成し、実施の

２ヵ月前の理事会でその承認を得るものとする。

４．居住者への告知内容については実施の１ヵ月前の理事会でその承認を

ものとし、承認後、すみやかに告知する。

（防火管理講習）

第22条 １．防災・防犯担当理事は、着任後すみやかにうち１名を管理規約第44条に

定める防火管理者の選任予定者として選出する。選任予定者は、理事会

承認後に消防庁が開催する防火管理者講習を受講し、成城消防署および

三鷹消防署に防火管理者選任報告を行うものとする。

２．防火管理講習受講の際に発生した費用（交通費およびテキスト代）は

管理組合が負担するものとする。

３．防火管理者の任期は原則として１年（１期）とするが、翌期の防災・防犯
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担当理事を防火管理者として選任報告するまでの間は、引き続き、その任

を負うものとする。

４．防火管理者となった防災・防犯担当理事は、他の防災・防犯担当理事

および別に定める防災部役員に対し、その業務または活動を円滑に行う

ために必要な知識等を周知する。

５．防火管理者に選任されない防災・防犯担当理事も防火管理講習を

受講するよう努めるものとする。

(会計指針)

第２３条 1　監事とともに運営委託先である管理会社が正しくお金を使っているかチェック

　　する。　（年2回の会計監査時に立会う）

２　無駄な支出を抑制し、収入を増やすことによって将来の大規模修繕に備え、

　　修繕積立金の増大を図る。

３　外部委託先のサービス品質をチェックし、対価に見合ったサービスが提供さ

　　れていないと判断した場合には、業者の変更を検討し改善を図る。

(担当業務)

第２４条 １　ルーティンワーク

・ 毎月の理事会での出納報告（収支報告・残高報告）をする。

　各口座残高及び前々月収支実績と予算及び前年同月実績との乖離を

　チェックし、収支均衡を図る。

・ 特に未収金（管理費等）の回収状況は、要チェック。

　（2ヶ月までの遅延は引落し銀行のシステムの事情により不可抗力の

　場合あり）

・ 管理会社への以下の委託業務が正しく行われているかを確認する。

　予算･決算の収支分析を行い適切な予算案を作成。（総会直前）

　会計書類の保管。

　滞納者への督促等。

２　中長期の取組み

・ 管理費を抑制し修繕積立金を増加させる為、大きな費用項目である以下
の見直しを図ると同時に収入項目の多様化を図る。
　管理委託契約の見直し。

　各種保守委託契約の見直し。

　共有部分に対する火災保険契約の見直し。

　長期修繕計画の見直し。

第3章　会　　計

第4章　共用施設
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(共用施設指針)

第２５条 １  駐車場等を除く共用施設(共用施設予約システム・オーナーズカードシステム・

    カルチャーホール・ゲストルーム･フィットネスセンター・シアタールーム・屋上

　　庭園・宅配ボックス)が、居住者にとってより利用しやすいものになることを目指す

　　と同時に適正に維持管理されていることを確認する。

２　また共用施設、照明などの設備更新が適正に行われるよう監視し、適切な提案

　　を行う。

(運用基準)

第２６条 共用施設予約システム使用細則・オーナズカードシステム使用細則・カルチャ

ーホール使用細則・ゲストルーム使用細則・フィットネスセンター使用細則・シア

タールーム使用細則・屋上庭園使用細則・宅配ボックス使用細則を基準とする。
　　

(担当業務)

第２７条 １　第27条に基づき問題があれば検討、対応並びに理事会に提案を行う。

２　管理組合の承認を必要とするゲストルーム使用の申請に対し、問題がなけ

　　れば承認する。

3　フィットネスセンターの室内備品の確認と管理を行う。

４　シアタールームの器具・部品・備品の管理を行う。又、新たなメディア等への

　　検討・対応並びに理事会への提案を行う。

５　第27条以外についても理事会で共用施設担当が対応すべきとの判断が

　　された問題については検討・対応し、理事会に提案を行う。

６　「設備機器定期外観点検報告書」等管理会社による定期点検履歴のチェック

　　を行う。

　　定期的に点検・確認し、問題があれば同社アフターサービスセンターに

　　連絡し、状況を確認･把握し理事会に報告する。問題が最終的に解決する

　　までフォローを行う。

(駐車場駐輪場バイク指針)

第２８条 本則は、駐車場･駐輪場･バイク置場(以下「各置場」という)を居住者が公平・

適正・安全に使用できることを目指す。

(運用基準)

第２９条 管理規約・駐車場運営細則・駐輪場運営細則・バイク置場運営細則並びに

各仕様契約書(以下「規約細則」という)を基準とする。

(担当業務)

第5章　駐車場・駐輪場・バイク置場
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第３０条 １　各置場に関する問題･要望を把握し、随時対応する。

２　違法駐車の取り締まり・改善を行う。

３　空駐車場に対し、使用者の募集を行いウエイティングリストを作成する。

４　ウエイティングリストの管理、運用を行う。

５　各置場の管理を行う。

６　空がない棟での駐輪場使用希望者への対応。

(問題･要望の把握、対応)

第３１条 第32条第1項は、以下の項目を主体として行う。

・管理室に寄せられた各置場に関する意見について定期的に報告を受け

　問題･要望を把握する。

･広報担当理事と連携し、意見箱･アンケート･ポータルサイトに寄せられた

　意見から各置場に関する問題･要望を把握する。

・現状把握している問題･要望について対策を講じる。

(違法駐車の取締り･改善)

第３２条 第32条第2項は、以下の項目を主体として行う。

・管理室より違法駐車について報告を受け、状況を把握する。

・違法駐車の状況が悪化したと判断した時には対策を講じる。

(ウエイティングリストの運用)

第３３条 第32条第3項は、以下の要領で行う。

・解約届の提出等により空駐車場の発生を確認した場合には速やかに

　ウエイティングリスト運用手順書に則り使用者を選定する。

･使用希望者の受付は、管理室が代行する。又、受付順にウエイティング

　リストの順位を渡す。

(各置場の管理)

第３４条 第32条第5項は、以下を行う。

　１　駐車場

・年2回(原則として7月・1月)契約書内容の確認(ナンバー･車種等)、

　　 私物の有無について現況調査(駐車)資料3を行う。

・私物を放置している使用者(以下「該当者」という)には(駐車)資料4・

　　 (駐車)資料5並びに該当者の駐車場所に「使用契約NO様」宛として

 掲示する。

 但し、防災防犯等の観点から組合員・居住者の生命･財産又は共有

 財産を危険にさらすものと理事会が判断した時はこの限りでない。

　２　駐輪場

・定期的に契約シールを確認する。

・同シールの添付率を向上させ、不審自転車と区別を図る。
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　３　バイク置場

・必要に応じ本条第1・2項を準用する。

(駐輪場に空が無い棟での使用希望者への対応)

第３５条 　１　１台目、２台目の使用希望があった場合には、最も台数を多く契約して

　　　いる使用者且つ契約期間の長い使用者から順に明渡し、空のある棟の

　　　駐輪場に移動するものとする。

　２　３台目以上の使用希望があった場合には、本条1項の通りとする。

　　　ただし、現在の最大契約数と希望台数目が同数の場合は、使用希望者が

　　　空のある棟へ駐輪するものとする。

(ペット飼育指針)

第３６条 本マンションに居住する組合員の快適な生活に支障をきたさないために、

ペット飼育者に対して、飼育ルールの遵守を目指す。

(運用基準)

第３７条 ペット飼育細則を基準とする。
　　

(担当業務)

第３８条 １　第38条に基づき問題があれば検討、対応並びに理事会に提案を行う。

２　ペット飼育希望者のある場合、ペット飼育細則に則り、その申請と許可を

　　与え、必要書類の提出の指示を行う。

3　犬の飼育者に対して、狂犬病予防注射済み報告書の提出を促し、管理を行う。

4　前項2・3についての提出書類(紙・写真)は管理室で管理し、飼育管理者

　　データについては、管理室とペット担当理事にて管理・共有する。

(植栽管理指針)

第３９条 本マンションの植栽に関する問題に対応する。

(運用基準)

第４０条 植栽業者との契約書等を基準とする。

(担当業務)

第４１条 １　第41条に基づき問題が発生した場合、対応並びに理事会に提案・報告を行う。

２　植栽業者が契約書に基づき適切に管理を行っていることをチェックする。

３　植栽業者の協力を得て、植栽に関わる虫対策（八～十番館の葉虫など）

　　を行う。

第6章　ペット飼育

第7章植栽
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4  「久我山ガーデンヒルズ植栽管理委員会」のメンバーとして植栽管理活動に

　　取り組む。

(コミュニティ・生活指針)

第４２条 １　本マンションの居住者からの意見（意見箱への投書）に必要に応じて対応する。

２　管理規約第41条１７号に定める居住者間コミュニティ形成を

　　中心とした良好な住環境の形成を担う。

(「意見箱」運用基準)

第4３条 七番館フロントに「意見箱」を設置し、居住者からの要望・質問･意見を広く集め

ることとする。

１　コミュニティ・生活担当理事は、原則月一度、出された意見を整理し理事会へ

　　報告或いは議題として諮ることとする。なお、管理会社が代理で報告する

　　ことができる。

２　意見等の報告に当たっては、無記名による意見等は原則取り上げないこととし、

　　記名による投書が行われるよう、掲示等により周知に努める。

(運用基準)

第４４条 居住者間コミュニティ形成については、理事会の下部組織であるコミュニティ

協議会と連携して実施するものとし、コミュニティ協議会の運営は、

コミュニティ協議会運営細則、実施要項を基準とする。

(担当業務)

第４５条 1　意見箱の管理運用を行い、居住者からの意見で対応が必要なものについて

　　必要に応じて対応担当を割り振り、理事会に提案・報告を行う。

2　第４４条に定める業務を執行するために理事会に提案・報告を行う。

3　「コミュニティ協議会」の役員としてコミュニティ協議会の活動に取り組む。

(継続性の維持)

第４６条 理事会活動を継続しステップアップしていく為にアドバイザーを設置する。

(アドバイザーの選出方法等)

第４７条 選出方法は、理事会で決める。

１　選出は、毎年4月までの定時理事会で決定する。

２　選出人員は、各役員担当業務より1名以上を原則とする。

３　任期は、定時総会終了3ヶ月後の理事会をもって満了とする。

４　役割は、新規役員を補佐し必要に応じ理事会に出席し、意見を述べること。

　　但し、規約・細則により理事会議案の賛否には加われない。

５　理事会への出欠席は、任意とする。

第９章アドバイザー制度

第８章コミュニティ・生活
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(目　　的)

第４９条 本マンションに居住する組合員及び占有者（以下「居住者」という。）が快適な

環境を確保することを目的として管理規約・細則違反者に対し以下の通り

対応手順を定める。

(適用範囲)

第５０条 本適用範囲は、管理規約第84条・第85条を基本としたものである。

ただし、各細則に損害賠償・契約の解除・許可の取消し・禁止の条項のある

場合には、同条項を妨げるものではない。又、他の組合員財産・住居者財産・

共有財産に重大な影響を及ぼす緊急な状況が発生した場合には、その度合

いに応じ第51～53条を選択又は該当細則違反対応の処置を行う。

(規約・細則違反)

第５１条 規約･細則違反(以下「本件」という)があった場合には、管理委託契約第11条

に基づき管理会社(管理組合を代行)は、該当居住者に注意勧告(口頭又は

文書)を実施し、改善を促す。

１　管理会社は、注意勧告につき事実関係の記録を保存するものとする。

２　一定の期間（1ヶ月程度）に数度注意勧告改善を促し、観察を続けるも改善

　　(適法・適正)が見られない場合は、本件につき管理会社は理事会に同事実

　　関係記録資料を合せ議題として提示する。

(注意書)

第５２条 理事会は、管理会社よりの議題並びに資料に基づき本件を慎重に審議し、注

意・勧告決議(委任状を含め3/4以上の理事の賛成)をした時には速やかに別

紙「注意書」をもって理事会名にて文書を即日該当者に送達並びに掲示する。

１　注意書は、二部作成し一部を送達、一部を控えとして保存する。

２　送達・掲示の方法は、該当者住戸へのポスティング等とする。

　　ただし、その掲示方法は一般法令を遵守するものとする。

４　注意書の改善期限は、本決議理事会日の翌日より14日目とする。

　

(勧告書)

第５３条 注意書の改善期限までに改善を実施しない場合は、自動的に理事会名にて

別紙「勧告書」を送達並びに掲示する。

１　勧告書は、二部作成し一部を送達、一部を控えとして保存する。

２　送達・掲示の方法は、該当者住戸へ「簡易書留」郵送等とする。

　　ただし、その掲示方法は一般法令を遵守するものとする。

３　勧告書の改善期限は、注意書期限の翌日より14日目とする。

第10章規約・細則違反者対応手順
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(警告書)

第５４条 勧告書の改善期限までに改善を実施しない場合は、再度理事会にて審議し、

警告書・発生費用決議(委任状を含め全理事の賛成)をした時には、速やかに

別紙「警告書」をもって理事長名・理事長印捺印にて文書を三日以内に送達

並びに掲示する。

１　警告書には「期限までに改善しない場合には管理規約・各細則に基づく

　　法的措置の実施並びに本件により発生する費用を該当者が負担すること」

　　の予告事項を含める。

２　勧告書の作成部数は、法に基づき実施するものとする。

３　送達・掲示の方法は、該当者住戸へ「配達証明付内容証明」(以下「証明

　　」という)を郵送等とする。

　　ただし、その掲示方法は一般法令を遵守するものとする。

４　警告書の改善期限は、本決議理事会日の翌日より30日以内とする。

(改善折衝)

第５５条 注意書・勧告書・警告書における改善期間中に該当者から理事会に対し何ら

かのアプローチがある場合には、各期限内で理事長・副理事長・監事・担当

理事の内担当理事を含む複数で折衝する。

１　折衝した理事は、その記録を作成しその場で該当者に記録したものを

　　確認する。

２　折衝した理事は、その記録（確認後）を速やかに関係理事・監事に送付

　　する。

３　折衝理事・関係理事・監事は、本件情報の共有を元に対応を協議し対処

　　する。
(注意書送達後の準備)

第５６条 警告書期限切れを予め想定し、該当管理規約・細則違反から法的手続き

並びに措置を弁護士に相談する。

１　法的手続き･相談に要する費用を想定算出する。

(細則の不備)

第５７条 本細則に不備があることが判明した時には、速やかに理事会にて決議し、

「理事会運営暫定細則」(以下「暫定細則」という)として理事会運営細則と

共に次期総会まで運用する。

１　暫定細則は、総会の承認により初めて正式「細則」となる。

(細則の発効)

附　　　　則

第11章　本細則の運用
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第1条 本細則は、平成25年5月25日より効力を発する。

ただし、コミュニティ・生活担当理事のアドバイザー選出については

第１０期から適用する。
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【書類廃棄手順マニュアル】 

No 手順項目 実施者 実施時期 

1 廃棄書類をピックアップする 旧書記担当理事 1 年に 1回、総会終了後 

2 書類廃棄申請書の作成 旧書記担当理事   

3 廃棄書類の確認 新旧書記担当理事 第 1回目の理事会後 

4 書類廃棄申請書に新理事長の承認をもらう 新旧書記担当理事   

5 段ボール箱数を管理室に連絡 新書記担当理事   

6 管理室から、廃棄業者に見積りを依頼 新書記担当理事   

7 見積り結果を理事会で承認をもらう 新書記担当理事   

8 理事会承認後、理事が管理室に廃棄を依頼 新書記担当理事   

9 管理室から、廃棄業者に廃棄依頼 管理室   

10 溶解証明書を廃棄業者から受け取る 
管理室経由、新書記 

担当理事 
  

11 溶解証明書と廃棄申請書を書庫に保管 新書記担当理事   

 

（平成 27 年 5 月 23 日開催の第 10 期定期総会にて可決承認） 
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滞納金の督促及び遅延損害金に関する細則 
 
（趣旨） 
第１条 本細則は、久我山ガーデンヒルズ管理規約（以下「規約」という。）第３１条第１項（以

下「管理費等」という。）、第３２条第２項、第６４条第六号、第７０条、第８５条、第８６条第

１項～第４項に基づき延滞未払金（以下「滞納金」という。）の督促方法・手順並びに遅延損害金

について定める。 
（目的） 
第２条 管理組合は、本細則を組合員に十分に周知し、滞納の予防を図るものとする。 
２ 管理組合は、本細則に基づき滞納金の発生に速やかに対応し、迅速に滞納金を回収する

こととする。 
（適用範囲） 
第３条 本細則は、組合員並びに組合員の包括継承人および特定継承人を適用の範囲とする。 
（督促方法） 
第４条 理事長は、規約第７０条第１項に基づき管理費等を支払わない組合員（以下「滞納者」

という。）に対して、督促しなければならない。 
２ 督促は、滞納状況に応じ、次の各号に掲げる方法により行うものとする。 
一 １ヶ月の滞納者に対しては、滞納者本人に対し、ハガキ、電話による督促をする。 
二 ２ヶ月から６ヶ月の滞納者に対しては、滞納者本人に対し、督促状（普通郵便）、電話、自宅

訪問による督促をする。 
三 ３ヶ月の滞納者に対しては、前項の督促に加えて配達証明付内容証明郵便による督促をする。 
四 ６ヶ月以上の滞納者に対しては、支払督促、小額訴訟、通常訴訟等の法的措置により督促を

する。 
３ 駐車場・バイク・駐輪場の使用契約がある３ヶ月を超える滞納者に対しては、当該月の月末

に、同契約を解除する。なお、契約を解除した上で、１ヶ月以内に車両を移動させない場合は、

使用者については、理事会で報告し、議事録に実名を記載することができる。 
また、解除をしてから移動する間は当該区画使用料及び違約金を支払うものとする。この場合

の違約金は近隣駐車場使用料相場を勘案して理事会にて決定するものとする。 
４ ４ヶ月を超える滞納者に対して管理組合は、各共用施設（ゲストルーム、カルチャーホール、

来客用駐車場、洗車場等）の使用停止を命ずることができる。 
（管理費等の延納申請） 
第５条 滞納者は管理費等の延納を申し入れるときは、その理由および納付の予定日、その支払

い方法等を記載した延納申請書を理事長に提出する。 
２ 前項による延納の期間は、事案により理事会と別途協議することができる。但し、その期間

は１２ヶ月間を限度とする。 
３ 理事長は第１項の延納の申請が相当の理由に基づくものと認めたときに限り、延納申請書を

受理することができる。 
４ 理事長が前項による延納申請書を受理したときは、その延納期間中は前条第２項第一号から

第四号、および第３項並びに第４項の処置は行わない。 
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（遅延損害金） 
第６条 管理組合は、組合員が、管理費等を規約第 70 条第 1 項に規定する期日までに納入しない

場合は、その期日の翌日から起算して支払日に至るまで規約第 70 条第 3 項に規定する遅延損害金

を請求することができるものとするが、滞納が３ヶ月に至った場合は、遅延損害金を請求するも

のとする。 
２ 遅延損害金は滞納金が全額入金された日の翌々月の管理費等引落時に併せて請求を行う。 
３ 前条で延納申請を認められた延納申請者であっても本条第１項、第２項を適用するものとす

る。 
（滞納に伴い生じる費用の請求） 
第７条 理事長は、第４条第２項第三号に掲げる配達証明付内容証明郵便による諸費用および事

務手続費を滞納者に請求することができる。 
（法的措置による費用の請求） 
第８条 理事長は、滞納者に対し管理費等の支払を求めて、第４条第２項第四号による督促を行

った場合は、当該滞納者に対し法的手続きに伴う印紙代、予納切手代、その他の実費のほか、弁

護士費用を請求することができる。 
（理事長の訴訟追行権） 
第９条 理事長は、理事会の決議により、管理費等の請求に関し、管理組合を代表して、滞納者

に対する訴訟その他の法的措置を追行することができるものとする。 
２ 理事長は、前項の規定に基づき組合員のために原告または被告になったときは、遅滞なく区

分所有者にその旨を通知しなければならない。 
（遅延損害金等の充当） 
第１０条 本細則に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促および徴収の諸費用に相

当する納入金は、団地管理費として雑収入に計上するものとする。 
（使用停止の解除） 
第１１条 駐車場、バイク置場、駐輪場の使用契約を解除された後に滞納者から滞納金が納入さ

れた場合には、納入翌月の理事会の決議をもって使用停止を解除し、利用申し込みができるもの

とする。 
２ 第１項を除く共用施設（ゲストルーム、カルチャーホール、来各用駐車場、洗車場等）は、

使用停止後に滞納者から滞納金が納入された場合には、その入金が確認され次第、その使用停止

を解除するものとする。 
（規定外事項） 
第１２条 本細則に定めのない事項については、規約または他の使用細則等の定めるところによ

る。 
（細則の改廃） 
第１３条 本細則の改廃は、団地総会の決議による。 
２ 本細則に定めのない事項が生じたときは、理事会で協議し暫定運用の上、団地総会で決議す

るものとする。 
附則 
（細則の施行） 
第１条 この細則は、平成２７年５月２３日からその効力を発する。 
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乙
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管 理 委 託 契 約 書

住 友 不 動 産 建 物 サ ー ビ ス 株 式 会 社

久 我 山 ガ ー デ ン ヒ ル ズ 管 理 組 合



久我山ガーデンヒルズ管理委託契約書

久我山ガーデンヒルズ管理組合 （以下｢甲｣という。）と住友不動産建物サービス株式会社 （以下｢乙｣という。）と

は、久我山ガーデンヒルズ（以下｢本マンション｣という。）の管理に関し、次のとおり管理委託契約（以下｢本契約｣

という。）を締結する。

　をいう。以下同じ。）の対象となる部分は、別紙管理事務の対象となる部分の表示のとおりである。

（管理事務の内容及び実施方法）

第3条　管理事務の内容は、次のとおりとし、それぞれの別表に定めるところにより実施する。

　一  事務管理業務（別表第一に掲げる業務）
  二  グランドマネージャー業務（別表第二に掲げる業務）

（総     則）

第1条　甲は、本マンションの管理に関する業務を、次条以下に定めるところにより、乙に委託し、乙はこれを受

　託する。

（本マンションの表示及び管理対象部分）

第2条　本マンションの表示及び管理事務（本マンションの管理に関する業務のうち、甲が乙に委託する業務

（第三者への再委託）

第4条　乙は、前条第1項第一号の管理事務の一部又は同項第二号から第六号の管理事務の全部若しくは一

　部を、第三者に再委託することができる。

２　乙が前項の規定に基づき管理事務を第三者に再委託した場合においては、乙は、再委託した管理事務の

　適正な処理について、甲に対して、責任を負う。

  三  コンシェルジュサービス業務（別表第三に掲げる業務）

  四  アシスタントマネージャー業務（別表第四に掲げる業務）

　五  清掃業務（別表第五に掲げる業務）

　六  建物・設備管理業務（別表第六に掲げる業務）

　一  専有部分に係る漏水、騒音等の問題の処理

　二  本マンションと近隣等との間の協議及び紛争の処理

２　前項各号に掲げる管理事務には、次の各号に掲げる業務は含まれない。

　乙に管理委託費を支払うものとする。

２　甲は､前項の管理委託費のうち､その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用（以下｢定額管理委託費｣

　という。）を、乙に対し、毎月、次のとおり支払うものとする。
　一　定額管理委託費の額

  合計月額 6,449,278 円（消費税額及び地方消費税額（以下｢消費税額等｣という。）を含む。）

（善管注意義務）

第5条　乙は、善良なる管理者の注意をもって管理事務を行うものとする。

（管理事務に要する費用の負担及び支払方法）

第6条　甲は、管理事務として乙に委託する事務（第３条第１項におけるそれぞれの別表に定める事務）のため、

　 内訳は、別紙定額管理委託費月額内訳のとおりとする。

　二　支払期日及び支払方法

　 毎月25日（当該日が銀行休業日の場合は休業日の前日）にその当月分を、乙が指定する口座へ自

　 動振替の方法により支払う。

　 消費税額等抜き価格 5,862,980 円

　 消費税額等（１０％） 586,298 円

　三　甲の総会及び理事会の開催に係る会場費、印刷費、通信費等

　四　銀行手数料（ただし、甲の組合員の管理費等の自動振替手数料を除く。）

　五　官公庁及び町内会等との折衝に係る費用

　六　建物及び諸設備等の劣化調査、診断費用

　三　日割計算

　 期間が一月に満たない場合は当該月の暦日数によって日割計算を行う｡(1円未満は切り捨てとする｡)

３　次の各号に掲げる費用は、第1項の管理委託費に含まれないため、別途甲の負担として精算する。

　一　管理事務に係る電気、上下水道、ガス及び電話等の費用

　二　管理費等滞納督促に係る配達証明付内容証明郵便料及び登記事項証明書等取得に伴う費用

-1-



　七　建築基準法等の法令に基づく点検費用及び報告書作成費用等（管理事務に含まれるものを除く）

　八　地震、大雨、台風、降雪等の自然災害又は疫病に対する予防保全及び事後対応に伴う費用

４　甲は、第１項の管理委託費のほか、前項各号に掲げる水道光熱費、通信費、印刷費、消耗品費等の乙が管

　理事務を実施する際に通常必要となる諸費用（以下、管理委託費と併せて「管理委託費等」という。）を負担す

　るものとする。

５　甲が本契約から発生した管理委託費等の金銭債務の支払を遅延した場合、乙は甲に対し支払期日の翌日

　から支払済みに至るまで、年１４．６％（年３６５日日割計算）の割合による遅延損害金の支払いを請求できるも

　のとする。

　九　近隣との調整事項に伴う緊急臨時対応費用

　十　別表第二（グランドマネージャー業務）別表第三（コンシェルジュサービス業務）別表第四（アシスタントマネ

　　ージャー業務）別表第五（清掃業務）の業務のうち、振替せずに同一の勤務日内で超過勤務をしたことにより

　　発生した費用（この費用は、グランドマネージャー業務費・コンシェルジュサービス業務費・アシスタントマネー

　十一　前各号に掲げるもののほか、本契約締結後に法令の改正により新たに必要となる調査、点検及び報告

　　書作成等に係る費用

２　乙の管理員室等の使用に係る次の各号の費用は甲の負担とする。

　一　事務机、椅子、電話機等の什器備品の購入費及び保守、修繕費

　二　電気、上下水道、ガス及び電話等の費用

　三　管理員室等の経年劣化等に伴う修繕、取替等に要する費用

（緊急時の業務）

（管理員室等の使用）

第7条　甲は、乙に対し、管理事務及び乙における会議等のために必要な範囲で管理員室、更衣室、フロント、

　管理用倉庫、共用トイレ、コミュニティマート、ハンガー倉庫、清掃員室、防災倉庫、管理用メールボックス、器

　　なお、甲は乙に対し、いつでも乙における会議等のために管理員室等を使用することを中止するよう求めるこ

　とが出来るものとする。

　三　電気、ガス、水道などライフラインに係る事故や消防設備の不具合等

　四　嘔吐物等による著しい汚損等

２　甲は、乙が前項の業務を遂行する上でやむを得ず自ら支出した費用については、速やかに、乙に支払わな

　ければならない。ただし、乙の責めによる事故等の場合はこの限りでない。

（管理事務の報告等）

第8条　乙は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために、緊急

　に行う必要がある業務で、甲の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、甲を代理してまたは自ら実

　施することができる。この場合において、乙は、速やかに、書面又は電磁的方法をもって、その業務の内容及

　びその実施に要した費用の額を甲に通知しなければならない。

　一　地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等

　二　火災、漏水、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪等

  当該方法による交付を行うことができる。

３　乙は、甲から請求があるときは、管理事務の処理状況及び甲の会計の収支状況について報告を行わなけ

　ればならない。

４　前3項の場合において、甲は、乙に対し、管理事務の処理状況及び甲の会計の収支に係る関係書類の提

　示を求めることができる。

第9条　乙は､ 甲の事業年度終了後 2ヶ月 以内に、甲に対し、当該年度における管理事務の処理状況及び

　甲の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、報告をさせなければならない。

   なお、あらかじめ甲が当該書面の交付に代えて電磁的方法による交付を承諾した場合には、乙は、当該方法

   による交付を行うことができる。

２　乙は、毎月末日までに、甲に対し、前月における甲の会計の収支状況に関する書面を交付しなければな

　らない。なお、あらかじめ甲が当該書面の交付に代えて電磁的方法による交付を承諾した場合には、乙は、

（管理費等滞納者に対する督促）

第10条　乙は、第3条第1項第一号の業務のうち、出納業務を行う場合において、甲の組合員に対し別表第一

　1（2）②による管理費、修繕積立金、使用料その他の金銭（以下「管理費等」という。）の督促を行っても、なお

　当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとする。

２　前項の場合において、甲が乙の協力を必要とするときは、甲及び乙は、その協力方法について協議する

　ものとする。

　　ジャー業務費・清掃業務費を1ヶ月当たりの所定労働時間数で除した額に、1.35倍割増したものを１時間あた

　　りの額とし、これに実労働時間を乗じる。）

　具、備品等（以下「管理員室等」という。）を無償で使用させるものとする。
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（有害行為の中止要求）

第11条　乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者（以下

　 ｢組合員等」という。）に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求めることができる。

　一　法令、管理規約又は使用細則に違反する行為

　二　建物の保存に有害な行為

　めを免れるものとし、その後の中止等の要求は甲が行うものとする。

（通知義務）

第12条　甲及び乙は、本マンションにおいて滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、

　その状況を相手方に通知しなければならない。

２　甲は、次の各号に掲げる場合においては、速やかに、書面又は電磁的方法をもって、乙に通知しなければ

  ならない。

　三　所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著し

　　く不当な行為

　四　管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為

　五　組合員の共同の利益に反する行為

　六　前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為

２　乙が、前項の規定により中止を求めても、なお甲の組合員等がその行為を中止しないときは、乙はその責

　三　乙がマンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成12年法律第149号）の規定に基づき処分を

　　受けたとき

　四　乙が第18条第2項第一号及び第二号に掲げる事項に該当したとき

（専有部分等への立入り）

第13条　乙は、管理事務を行うため必要があるときは、甲の組合員等に対して、その専有部分又は専用使用

　一　甲の役員又は組合員が変更したとき

　二　甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与したとき

　三　甲の組合員等がその専有部分の改修工事を行うとき

３　乙は、次の各号に掲げる場合においては、速やかに、書面をもって、甲に通知しなければならない。

　一　乙が商号又は住所を変更したとき

　二　乙が合併又は会社分割したとき

（管理規約の提供等）

第14条　乙は、宅地建物取引業者が、甲の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を

　受け、その媒介等の業務のために管理規約の提供及び次の各号に掲げる事項の開示を求めてきたときは、

　甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供し、及び各号に掲げる事項を書面

　又は電磁的方法をもって開示するものとする。

　部分（以下「専有部分等」という。）への立入りを請求することができる。

２　前項の場合において、乙は、甲の組合員等がその専有部分等への立入りを拒否したときは、その旨を甲に

　通知しなければならない。

３　第1項の規定にかかわらず、乙は、第8条第1項各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために緊

　急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができる。この場合において、乙は、甲及び乙が立ち

　入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。

　六　甲が組合員等に使用させる駐車場等の空き状況、空き待ち状況及び使用料等

　七　乙が受託する管理業務の主な内容及び管理形態（管理方式、勤務態様等）

　八　管理員室等の電話番号

　九　前各号に掲げるもののほか、本契約締結後に宅地建物取引業法の改正により新たに開示することとなっ

　　た事項

２　前項の場合において､乙は､当該組合員が管理費等を滞納しているときは､甲に代わって､

　一　当該組合員の負担に係る管理費等の月額並びに滞納があるときはその金額

　二　甲の修繕積立金積立総額並びに管理費等に滞納があるときはその金額

　三　本マンション（専有部分を除く。）の修繕の実施状況

　四　本マンションの石綿使用調査結果の記録の有無とその内容

　五　本マンションの耐震診断の記録の有無とその内容（当該マンションが昭和56年6月1日以降に新築の工

　　事に着手した場合を除く。）

　当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができるものとする。

３　乙は､ 宅地建物取引業者、適合証明技術者、区分所有者、購入予定者等から、リ･ユース住宅適合証明書

　等の作成に係る管理関係資料の提供依頼があったときは、甲に代わって、関係資料の作成及び引渡し等に

　関する事務を取り扱うことができるものとする。

４　第1項の場合において、乙は、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の提供等に係る費用を請求でき

　るものとする。
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（乙の使用者責任）

第15条　乙は、乙の従業員が、その業務の遂行に関し、故意又は過失によって甲又は甲の組合員等に損害を

　及ぼしたときは、甲又は甲の組合員等に対し、使用者としての責任を負う。

（守秘義務等）

第16条　乙及び乙の従業員は、正当な理由がなく、管理事務に関して知り得た甲及び甲の組合員等の秘密

　ものとする。

　一　乙が善良なる管理者の注意をもって管理事務を行ったにもかかわらず生じた管理対象部分の異常又は

　　故障による損害

　二　乙が、書面又は電磁的方法をもって注意喚起したにもかかわらず、甲が承認しなかった事項に起因する

　　損害

　三　第13条第3項の場合において、乙が専有部分等へ立ち入るときに、やむを得ず破壊した玄関扉、窓ガラ

　を漏らしてはならない。この契約が終了した後においても、同様とする。

２　乙は、甲の組合員等に関する個人情報について、その適正な取扱いを確保しなければならない。

（免責事項）

第17条　乙は、甲又は甲の組合員等が、第8条第1項各号に掲げる災害又は事故等（乙の責めによらない場

　合に限る。）による損害及び次の各号に掲げる損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わない

　八　前各号に定めるもののほか、乙の責めに帰することができない事由による損害

２　乙は、甲又は甲の組合員等に対し、本契約所定の各業務不履行その他の事由に基づき損害賠償責任を
　負う場合、その賠償範囲は直接的な損害に限定するものとし、甲又は甲の組合員等の営業及び就業が休

　止又は阻害されたことにより生じた休業損害、営業損失及び逸失利益その他の間接的な損害に対する賠

　償は含まないものとする。

　　ス、面格子、隔壁板、フェンス等の損害
　四　駐車場に駐・停車している自動車等の冠水その他による損害
　五　第3条に定める管理事務に関連して､乙が管理を受託する以前に発生した原因に係る業務、甲の債権・
　　債務及びその他の諸問題による損害

　六　通信障害によって生じた損害又は感知器の範囲外で発生した損害

　七　甲の組合員が甲への届出が無い又は届出が誤っていたことにより通知が出来なかったことによる損害

　　産、会社更生、民事再生の申立てを受けたとき

　二　乙が合併又は破産以外の事由により解散したとき

　三　乙がマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき

（解約の申入れ）

第19条　前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも3ヶ月前に書面で解約の申入

（契約の解除）

第18条　甲及び乙は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定め

　てその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができ

　る。この場合、甲又は乙は、その相手方に対し、損害賠償を請求することができる。

２　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。

　一　乙が銀行の取引を停止されたとき、若しくは破産、会社更生、民事再生の申立てをしたとき、又は乙が破

（契約の更新）

第21条　甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の 3ヶ月前までに、そ

　の相手方に対し、書面又は電磁的方法をもって、その旨を申し出るものとする。

２　本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議

　が整う見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することが

　れを行うことにより、本契約を終了させることができる。この場合、甲及び乙は、管理事務の実施状況に応じ

　て第6条に定める管理委託費等を精算するものとする。

（本契約の有効期間）

第20条　本契約の有効期間は、 2022年9月1日 から 2023年8月31日 までとする。

　できる。

（法令改正に伴う契約の変更）

第22条　甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は管理委託費等を変更する必要が生じた

　ときは、協議の上、本契約を変更することができる。ただし、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率

　等の改定があった場合には、管理委託費等のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。
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甲

乙 東京都新宿区西新宿七丁目22番12号

住友不動産建物サービス株式会社

代表取締役　　三 浦　桂 介 

上記代理人 管理部長　　　 江 上　行 雄

国土交通大臣(5)第030080号

主任者登録番号

（誠実義務等）

第23条　甲及び乙は、本契約に基づく義務の履行について、信義を旨とし、誠実に行わなければならない。

２　本契約に定めのない事項又は本契約について疑義を生じた事項については、甲及び乙は、誠意をもって

　協議するものとする。

（反社会的勢力の排除）

　四　本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。

　　イ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

　　ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を棄損する行為

２　乙について、本契約の有効期間内に、次の各号のいずれかに該当した場合には、甲は何らの催告を要せず

　して、本契約を解除することができる。

　一　前項第一号又は前項第二号の確約に反する申告をしたことが判明した場合

第24条　乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。

　一　自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員（以下これらを総称

　　して「反社会的勢力」という。）ではないこと。

　二　自らの役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。）が反社会的勢力ではな

　　いこと。

　三　反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと。

の推進に関する法律（平成12年法律第149号）第73条所定の手続を履行するため、同１項に基づき本書を甲の

管理者（管理者がいない場合には全組合員）に交付する方法か、同３項に基づき電磁的方法による交付を行う

（合意管轄裁判所）

第25条　本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、本マンションの所在地を管轄
　する地方（簡易）裁判所を第一審管轄裁判所とするものとする。

　二　前項第三号の確約に反し契約をしたことが判明した場合

　三　前項第四号の確約に反する行為をした場合

登録年月日 令和4年2月25日

管理業務主任者 江 口　修 平

第20079671号

理事長

住 所

商 号
代表者

登録番号

ものとする。

住 所 東京都世田谷区北烏山7丁目25番6号

名 称 久我山ガーデンヒルズ管理組合

　甲及び乙は、契約書一通を作成し、甲及び乙が記名押印したうえ、甲が契約書原本を、乙がその写しを保有
するものとする。なお、印紙代は甲乙折半するものとする。

　また、電子契約とする場合、電子契約書ファイルを作成し、甲及び乙が電子署名を行う。

　なお、乙は、契約締結と併せて、管理業務主任者に本書面への記名をさせた上でマンションの管理の適正化
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【別紙】管理事務の対象となる部分

㎡

㎡

住 宅 405 戸

団地共用部分

一番館

敷　地

①一番館内：
　
　二番館内：
　四番館内：
　六番館内：
　七番館内：

建
　
物

棟
別
共
用
部
分

①風除室、ラウンジ、ホール、メールコーナー、自販機コーナー、配電盤
室・MDF室、ゴミ置場、駐輪場、共用廊下、共用階段、基礎、外壁、戸界
壁、屋根・屋上（屋上緑化を含む）、床・スラブ等
②給排水衛生設備、電気設備、ガス配管設備、電話幹線設備、照明設備、
空調・換気設備、消防・消火設備、防犯・防災設備、避難設備、駐輪設
備、オートロック・オートドア設備、エレベーター設備、テレビ共視聴設
備（CATV）、BS・CS受信用設備、インターネット関連設備、増圧給水ポン
プ、宅配ボックス、目隠しパネル、メーターボックス、その他各種配線配
管等
③〔専用使用部分〕バルコニー、室外機置場、アルコーブ、玄関扉・扉枠
（錠及び内部塗装部分を除く）、外気に面する窓ガラス・窓枠、面格子、
網戸、スロップシンク、メールボックス

屋内駐車場、車路、管理用倉庫、ゲストルーム（ゲストツイン・
ゲストスィート）
屋内駐車場、車路、管理用倉庫
VIPパーキング、車路、シャッター
防災倉庫、電気室
風除室、エントランスホール、ラウンジ、管理員室、更衣室、フ
ロント、コミュニティマート、ハンガー倉庫、管理用倉庫、共用
トイレ、清掃員室、キディハウス、シアタールーム、カルチャー
ホール、フィットネスセンター、自販機コーナー、RT室、カフェ
テラス、屋上庭園等

②上記①に附随する給排水衛生設備、電気設備、ガス配管設備、電話幹線設
備、照明設備、空調・換気設備、消防・消火設備、防犯・防災設備、避難設
備、テレビ共視聴設備（CATV）、BS・CS受信用設備、インターネット関連設
備、有線放送設備、メーターボックス、その他各種配線配管等
③防火水槽、避雷針、BS・CS受信用アンテナ、インターネット関連設備、電波
障害対策設備、その他各種配線配管等
④〔専用使用部分〕トランクルーム

通路、車路その他建物外周部分

マンション
の表示

久我山ガーデンヒルズ

所在地

建物の表示
構造等

専有部分

延床面積 41,539.51

地上 6階建

所有権
敷地の表示

面　積

建築面積

【一番館・二番館・三番館・四番館・五番館・六番館・七番館】

鉄筋コンクリート造　陸屋根  共同住宅

【八番館・九番館・十番館】

名　称

権利形態

10,014.50

一番館　東京都三鷹市牟礼2丁目18番45号　　六番館　東京都世田谷区北烏山7丁目25番5号
二番館　東京都三鷹市牟礼2丁目18番46号　  七番館　東京都世田谷区北烏山7丁目25番6号
三番館　東京都世田谷区北烏山7丁目25番8号 八番館　東京都世田谷区北烏山7丁目25番3号
四番館　東京都世田谷区北烏山7丁目25番7号 九番館　東京都世田谷区北烏山7丁目25番2号
五番館　東京都世田谷区北烏山7丁目25番4号 十番館　東京都世田谷区北烏山7丁目25番1号

33,557.08 ㎡

地上 3階建

鉄筋コンクリート造　陸屋根  共同住宅

-6-



六番館
七番館

二番館

五番館

①風除室、ラウンジ、ホール、メールコーナー、自販機コーナー、配電盤室・
MDF室、ゴミ置場、駐輪場、共用廊下、共用階段、基礎、外壁、戸界壁、屋
根・屋上（屋上緑化を含む）、床・スラブ等
②給排水衛生設備、電気設備、ガス配管設備、電話幹線設備、照明設備、空
調・換気設備、消防・消火設備、防犯・防災設備、避難設備、駐輪設備、オー
トロック・オートドア設備、エレベーター設備、テレビ共視聴設備（CATV）、
BS・CS受信用設備、インターネット関連設備、受水槽、加圧給水ポンプユニッ
ト、宅配ボックス、目隠しパネル、メーターボックス、その他各種配線配管等
③〔専用使用部分〕バルコニー、テラス、室外機置場、アルコーブ、玄関扉・
扉枠（錠及び内部塗装部分を除く）、外気に面する窓ガラス・窓枠、面格子、
網戸、スロップシンク、メールボックス

①風除室、ラウンジ、ホール、メールコーナー、自販機コーナー、配電盤室、
MDF室、ゴミ置場、駐輪場、共用廊下、共用階段、基礎、外壁、戸界壁、屋
根・屋上（屋上緑化を含む）、床・スラブ等
②給排水衛生設備、電気設備、ガス配管設備、電話幹線設備、照明設備、空
調・換気設備、消防・消火設備、防犯・防災設備、避難設備、駐輪設備、オー
トロック・オートドア設備、エレベーター設備、テレビ共視聴設備（CATV）、
BS・CS受信用設備、インターネット関連設備、増圧給水ポンプ、宅配ボック
ス、目隠しパネル、メーターボックス、その他各種配線配管等
③〔専用使用部分〕バルコニー、テラス、室外機置場、アルコーブ、玄関扉・
扉枠（錠及び内部塗装部分を除く）、外気に面する窓ガラス・窓枠、面格子、
網戸、スロップシンク、メールボックス

①風除室、ラウンジ、ホール、メールコーナー、自販機コーナー、配電盤室、
MDF室、ゴミ置場、駐輪場、共用廊下、共用階段、基礎、外壁、戸界壁、屋
根・屋上（屋上緑化を含む）、床・スラブ等
②給排水衛生設備、電気設備、ガス配管設備、電話幹線設備、照明設備、空
調・換気設備、消防・消火設備、防犯・防災設備、避難設備、駐輪設備、オー
トロック・オートドア設備、エレベーター設備、テレビ共視聴設備（CATV）、
BS・CS受信用設備、インターネット関連設備、増圧給水ポンプ、宅配ボック
ス、目隠しパネル、メーターボックス、その他各種配線配管等
③〔専用使用部分〕バルコニー、ルーフバルコニー、テラス、室外機置場、ア
ルコーブ、玄関扉・扉枠（錠及び内部塗装部分を除く）、外気に面する窓ガラ
ス・窓枠、面格子、網戸、スロップシンク、メールボックス

建
　
物

棟
別
共
用
部
分

①ホール、メールコーナー、配電盤室、MDF室、ゴミ置場、受水槽室、駐輪
場、共用廊下、共用階段、基礎、外壁、戸界壁、屋根・屋上（屋上緑化を含
む）、床、スラブ等
②給排水衛生設備、電気設備、ガス配管設備、電話幹線設備、照明設備、空
調・換気設備、消防・消火設備、防犯・防災設備、避難設備、駐輪設備、オー
トロック・オートドア設備、エレベーター設備、テレビ共視聴設備（CATV）、
BS・CS受信用設備、インターネット関連設備、増圧給水ポンプ、宅配ボック
ス、目隠しパネル、メーターボックス、その他各種配線配管等
③〔専用使用部分〕バルコニー、テラス、室外機置場、アルコーブ、玄関扉・
扉枠（錠及び内部塗装部分を除く）、外気に面する窓ガラス・窓枠、面格子、
網戸、スロップシンク、メールボックス

①風除室、ラウンジ、ホール、メールコーナー、自販機コーナー、MDF室、ゴ
ミ置場、駐輪場、共用廊下、共用階段、基礎、外壁、戸界壁、屋根・屋上（屋
上緑化を含む）、床・スラブ等
②給排水衛生設備、電気設備、ガス配管設備、電話幹線設備、照明設備、空
調・換気設備、消防・消火設備、防犯・防災設備、避難設備、駐輪設備、オー
トロック・オートドア設備、エレベーター設備、テレビ共視聴設備（CATV）、
BS・CS受信用設備、インターネット関連設備、増圧給水ポンプ、宅配ボック
ス、目隠しパネル、メーターボックス、その他各種配線配管等
③〔専用使用部分〕バルコニー、ルーフバルコニー、室外機置場、アルコー
ブ、玄関扉・扉枠（錠及び内部塗装部分を除く）、外気に面する窓ガラス・窓
枠、面格子、網戸、スロップシンク、メールボックス

三番館

四番館
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注 管理対象部分のうち、専用使用部分の日常管理は、管理事務の対象外とします。

棟
別
共
用
部
分

建
　
物

八番館

九番館
十番館

①ガーデンパーキング、障害者用駐車場、来客用駐車場、車路、スロープ、バ
イク置場、洗車スペース、レンタサイクル、引込柱、三鷹市域内自主管理公
園、公開空地、公開空地標示板、集合住宅用変圧器置場、東電柱設置場所、信
号機設置場所、消防活動用地、ゴミ収集車一時停車スペース、コンテナスペー
ス、ゴミ出しスペース、地下水（宙水）観測井戸、塀、フェンス、門扉、外
灯、石垣、植栽等
②敷地内の給排水衛生設備、電気設備、ガス配管設備、電話幹線設備、その他
各種配線配管等（埋設を含む）
③〔専用使用部分〕専用庭、専用駐車場

①風除室、ラウンジ、ホール、メールコーナー、自販機コーナー、MDF室、ゴ
ミ置場、消火栓ポンプ室、駐輪場、共用廊下、共用階段、基礎、外壁、戸界
壁、屋根・屋上（屋上緑化を含む）、床・スラブ等
②給排水衛生設備、電気設備、ガス配管設備、電話幹線設備、照明設備、空
調・換気設備、消防・消火設備、防犯・防災設備、避難設備、駐輪設備、オー
トロック・オートドア設備、エレベーター設備、テレビ共視聴設備（CATV）、
BS・CS受信用設備、インターネット関連設備、増圧給水ポンプ、消火栓充水タ
ンク、宅配ボックス、目隠しパネル、メーターボックス、その他各種配線配管
等
③〔専用使用部分〕バルコニー、テラス、室外機置場、アルコーブ、玄関扉・
扉枠（錠及び内部塗装部分を除く）、外気に面する窓ガラス・窓枠、面格子、
網戸、スロップシンク、メールボックス

附 属 施 設

①風除室、ラウンジ、ホール、メールコーナー、自販機コーナー、配電盤室、
MDF室、ゴミ置場、駐輪場、共用廊下、共用階段、基礎、外壁、戸界壁、屋
根・屋上（屋上緑化を含む）、床・スラブ等
②給排水衛生設備、電気設備、ガス配管設備、電話幹線設備、照明設備、空
調・換気設備、消防・消火設備、防犯・防災設備、避難設備、駐輪設備、オー
トロック・オートドア設備、エレベーター設備、テレビ共視聴設備（CATV）、
BS・CS受信用設備、インターネット関連設備、増圧給水ポンプ、宅配ボック
ス、目隠しパネル、メーターボックス、その他各種配線配管等
③〔専用使用部分〕バルコニー、テラス、室外機置場、アルコーブ、玄関扉・
扉枠（錠及び内部塗装部分を除く）、外気に面する窓ガラス・窓枠、面格子、
網戸、スロップシンク、メールボックス
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【別紙】定額管理委託費月額内訳

管理事務の項目

一 事務管理業務費 243,000 円 24,300 円 267,300 円

二 グランドマネージャー業務費 385,000 円 38,500 円 423,500 円

三 コンシェルジュサービス業務費 990,000 円 99,000 円 1,089,000 円

四 アシスタントマネージャー業務費 1,080,000 円 108,000 円 1,188,000 円

五 清掃業務費 2,181,680 円 218,168 円 2,399,848 円

ア 日常清掃業務費 1,837,430 円

イ 定期清掃業務費 218,375 円

ウ 特別(ガラス)清掃業務費 125,875 円

六 建物・設備管理業務費 983,300 円 98,330 円 1,081,630 円

ア 外観点検・緊急対応業務費 60,000 円

イ 給水設備保守業務費 49,200 円

ウ 排水設備保守業務費 138,300 円

エ 建築設備定期検査業務費 22,700 円

オ 消防用設備等点検業務費 118,100 円

カ エレベーター設備保守業務費 445,000 円

キ 宅配ボックス設備保守業務費 72,700 円

ク オートドア設備保守業務費 72,700 円

ケ シャッター設備保守業務費 2,000 円

コ チェーンゲート設備保守業務費 2,600 円

計 5,862,980 円 586,298 円 6,449,278 円

消費税額等
抜き価格

消費税額等
(10%)

合計月額
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別表第一　事務管理業務

1． 基幹事務
(1) 管理組合の会計の収入及び

支出の調定

①  収支予算案の素案の作成 　乙は、甲の事業年度終了後2ヶ月以内に、甲の会計区分に基づき、甲の
次年度の収支予算案の素案を作成し、甲に提出する。

②  収支決算案の素案の作成 　乙は、甲の事業年度終了後2ヶ月以内に、甲の会計区分に基づき、甲の
前年度の収支決算案(収支報告書、貸借対照表及び財産目録。)の素案を
作成し、甲に提出する。

③  収支状況の報告 　乙は、毎月末日までに、前月における甲の会計の収支状況に関する書
面の交付を行うほか、甲の請求があったときは、甲の会計の収支状況に
関する報告を行う。なお、あらかじめ甲が当該書面の交付に代えて電磁
的方法による交付を承諾した場合には、乙は、当該方法による交付を行
うことができる。

(2) 出納(乙の収納口座と甲の
保管口座を設ける場合)

① 一　乙は、甲の管理規約等の定め若しくは総会決議、組合員名簿若しくは
組合員異動届又は使用契約書に基づき、組合員別の一月当たりの管理費
等の負担額の一覧表(以下「組合員別管理費等負担額一覧表」という。)
を作成する。

二　乙は、組合員別管理費等負担額一覧表に基づき、毎月次号に定める預
金口座振替日の5営業日前までに、預金口座振替請求金額通知書を､乙の
提携金融機関に提出する。なお、集金代行会社の利用があるときは、次
の集金代行会社にも､預金口座振替請求金額通知書を提出する｡
　再委託先の名称　　　ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社
　再委託先の所在地　　名古屋市中区丸の内三丁目23番20号

三　甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約に定める預金口座振替
の方法によるものとし、毎月10日まで(当該日が金融機関の休業日にあた
る場合はその翌営業日｡)に甲の組合員の口座から（集金代行会社の利用
があるときは集金代行会社の口座を経由して）乙の収納口座に振り替
え、その月の20日(当該日が金融機関の休業日にあたる場合はその翌営業
日。)に乙の収納口座から乙の収納口座（甲の専用口座）に収納し、④の
事務を行った後その残額を、当該管理費等を充当する月の翌月末日まで
に、甲の保管口座に移し換える。この場合､甲の保管口座に移し換えるま
での管理費等については、利息を付さない。なお､甲の保管口座への移し
換えに要する手数料は、甲の負担とする。
　乙の収納口座　三井住友銀行新宿西口支店(マンション管理専用)

　　　　　　　　三井住友銀行新宿西口支店(甲の専用口座)

　甲の保管口座　三井住友銀行新宿西口支店(修繕積立金)

　　　　　　　　三井住友銀行新宿西口支店(修繕積立金を除く残額)

四　三の方法により口座振替ができない場合であっても、乙は、以降2ヶ月
は継続して口座振替手続きを行う。なお、この期間中(3ヶ月間)に口座振
替が行えなかった場合のその未納金は、甲の組合員が直接乙の収納口座
（甲の専用口座）に振込むものとし、乙はいかなる場合であっても現金
による受領は行わない。

五　乙は、以下の保証契約を締結する。
イ．保証する第三者の名称
　　　一般社団法人マンション管理業協会保証機構(以下｢保証機構｣とい
　　　う｡)
ロ．保証契約の名称
　　　一般社団法人マンション管理業協会保証機構管理費等保証委託契
　　　約(以下｢保証委託契約｣という｡)
ハ．保証契約の内容
　ａ　保証契約の額及び範囲
　　甲の組合員から毎月又はそれ以外で定期的に収納する管理費等の
　　１ヶ月分の額を限度とし、管理費等又は管理委託費の返還債務につ
　　き保証
　ｂ　保証契約の期間
　　2021年10月1日から2022年9月30日まで
　ｃ　更新に関する事項
　　乙が現に有効な保証委託契約を更新しようとする場合は､当該保証委
　　託契約が満了する前までに､管理費等保証委託契約申込書を保証機構
　　に提出したうえで､保証機構の承諾を得なければならない｡なお保証
　　機構がこの申込を承諾したときは､保証委託契約は同一の条件をもっ
　　て更に1年間更新されたものとする｡

 甲の組合員が甲に納入す
る管理費等の収納
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ｄ　解除に関する事項
　　別添管理費等保証委託契約約款第22条の記載のとおり
ｅ　免責に関する事項
　　別添管理費等保証委託契約約款第15条の記載のとおり
ｆ　保証額の支払に関する事項
　　別添管理費等保証委託契約約款第13条及び第16条の記載のとおり

② 一　乙は、毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、甲に報告する。

二　乙は、甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の滞納管理費等
の支払期限から起算して6ヶ月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状
(普通郵便又は配達証明付内容証明郵便)の送付等の方法により、その支
払の督促を行う。ただし、自宅訪問により督促する場合は、甲の組合員
の住所地が本マンション内にあるときに、電話又は督促状により督促す
る場合は、甲の組合員が国内に居住するときに限る。

三　二の方法による督促にもかかわらず、甲の組合員がなお滞納管理費等
を支払わないときは、乙は、二の方法による督促を終了し、その後6ヶ月
に限り督促状(普通郵便等)の発信のみ継続する。
この場合、乙は、滞納状況の詳細を記した未収状況報告書を､甲に毎月提
出する。

四　三の方法による督促にもかかわらず、甲の組合員がなお滞納管理費等
を支払わないときは、乙は②の業務を終了する。
なお、乙による支払の督促は、滞納者からの確実な全額回収を保証する
ものではない。

③  通帳等の保管等 一 　甲の保管口座に係る通帳、印鑑等の保管者は以下のとおりとする。
　　通帳・・・乙
　　印鑑・・・甲

二 　乙は、 掛け捨て保険に限り甲の損害保険証券を保管する。 なお、甲
の請求があったときは、遅滞なく、当該保険証券を甲に提出する。

三　乙は、甲の管理費等のうち余裕資金については、必要に応じ、甲の指
示に基づいて、定期預金、金銭信託等に振り替える。

④  甲の経費の支払い 一 　乙は､甲の収支予算に基づき､甲の経費を､甲の承認の下に乙の収納口座
(甲の専用口座)から､又は甲の承認を得て甲の保管口座から支払う｡

二 　電気、ガス、水道等の公共料金、設備保守等の継続的に掛かる料金の
支払いは、乙の収納口座(甲の専用口座)から、又は管理費等保管口座か
ら自動振替の方法にて支払う。

三 　乙は、当該年度の予算が承認されるまでは、前年度の予算に基づき支
払いを行う。

四 　乙は、予算に見込まれていない諸費用の支払いについては、甲の事前
承認を受けて行う。

一 　乙は、甲の会計に係る帳簿等を整備、保管する。

二　乙は、前号の帳簿等を、甲の通常（定期）総会終了後、遅滞なく、甲
に引き渡す。

⑥  自治会費等の取扱いにか
かる附則

　甲及び乙は、自治会費、組合員費、町内会費等（以下「自治会費等」
という。）が乙の収納口座（甲の専用口座）、甲の保管口座等の甲の会
計以外の口座（以下「甲会計外口座」という。）に属する場合、自治会
費等の取扱いについて、乙は、甲の指示により、乙の収納口座（甲の専
用口座）から甲会計外口座に自治会費等を送金することのみを行い、甲
会計外口座については、別表第一 1(1)(2)記載の業務を含め、本契約に
基づく乙の業務対象外とし、乙は一切責任を負わないものとする。

(3) 一　乙は、国土交通省が定めた「長期修繕計画作成ガイドライン」及び設
備メーカーによる保全計画等を参考に、甲の大規模修繕の修繕周期、実
施予定時期、工事概算費用、収支予想等を記載した長期修繕計画案を作
成し、甲に提出する。当該長期修繕計画案は、特段の事情がない限り、
本マンションの施工会社の設計図及び数量データに基づいて作成するも
のとし、同計画作成のための劣化診断及びサンプル調査等は行わないも
のとする。なお、当該長期修繕計画書の見直し案提出時期は、従前の計
画書作成から５年程度とする。

二　乙は、甲の長期修繕計画の見直しのため、管理事務を実施する上で把
握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内
容、実施予定時期、工事の概算費用等に、改善の必要があると判断した
場合には、当該計画に反映させる。

三　一の長期修繕計画案の作成とは別に、従前の作成から5年未満の見直し
要請に基づいて長期修繕計画案を作成する場合は、別途有償とする。

四　乙は、甲が本マンションの維持又は修繕（大規模修繕を除く修繕又は
保守点検等。）を外注により乙以外の業者に行わせる場合には、見積の
受領、発注補助及び業者からの書面又は口頭報告による実施の確認※１の
みを行う。

⑤  甲の会計に係る帳簿等の
管理

 管理費等滞納者に対する
督促

本マンション(専有部分を
除く。以下同じ。)の維持
又は修繕に関する企画又
は実施の調整

※1　実施の確認とは、別表第二 ２（３）一に定めるグランドマネージャー
が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。
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２．基幹事務以外の事務管理業務
(1) 理事会支援業務

①  組合員等の名簿の整備 　乙は、甲の組合員等異動届に基づき、組合員及び賃借人等の氏名、連絡
先(緊急連絡先を含む。)を記載した名簿を整備する。

②  理事会の開催、運営支援 一　甲の理事会の開催日程等の調整

二　甲の役員に対する理事会招集通知及び連絡

三　甲が乙の協力を必要とするときの理事会議事に係る助言及び資料の作成
補助

四　甲が乙の協力を必要とするときの議事経過の要領及びその結果を記した
理事会議事録素案の作成※2

　上記第三号及び第四号の場合、甲は乙に協力を必要とする理由及び協力
方法を伝えた上で、甲及び乙で協力方法を協議するものとする。
なお、この場合、甲の要請が、高度な専門的知見や相当量の事務作業を要
するなど、単なる助言等の範囲を超えると乙が判断した場合には、別途有
償とする。

③  甲の契約事務の処理 一　乙は､甲に代わって､甲が行うべき共用部分に係る損害保険契約､マン
ション内の駐車場等の使用契約､第三者との契約等に係る事務を行う。た
だし、折衝・示談交渉代理等の法律行為は含まれない。

二　乙は、甲の指示に基づき、前号の事務を行うための専用印を使用し、契
約事務を代行することができる。

(2) 総会支援業務 一　甲の総会の開催日程等の調整

二　甲の次年度の事業計画案の素案の作成

三　総会会場の手配、招集通知及び議案書の配付

四　理事会にて承認された議案に基づく総会議案素案の作成

五　組合員の出欠の集計等

六　甲が乙の協力を必要とするときの総会議事に係る助言

七　甲が乙の協力を必要とするときの議事経過の要領及びその結果を記した
総会議事録素案の作成※2
　なお、上記第六号及び第七号の場合、甲は乙に協力を必要とする理由及
び協力方法を伝えた上で、甲及び乙で協力方法を協議するものとする。

(3) その他

①  各種点検、検査等に基づ
く助言等

　乙は、管理対象部分に係る各種の点検、検査等の結果を甲に報告すると
ともに、改善等の必要がある事項については、具体的な方策を甲に助言す
る。この報告及び助言は、書面又は電磁的方法をもって行う。

②  甲の各種検査等の報告、
届出の補助

一　乙は、必要に応じ、甲に代わって、消防計画の届け出、消防用設備等点
検報告、特定建築物定期調査又は特定建築物の建築設備等定期検査の報告
等に係る補助を行う。

二　乙は、諸官庁からの各種通知を甲及び甲の組合員に通知する。

③  甲の口座の変更に必要な
事務

　乙は、甲の指示に基づく甲の口座の変更に必要な事務を行う。

④  図書の保管等 一　甲は、本マンションに係る設計図書等（マンションの管理の適正化の推
進に関する法律施行規則第102条に規定する設計図書その他管理組合が事
業主から承継した図書及び管理組合が実施したマンションの修繕等に関す
る図書）、管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、甲の事務所で
保管する。

二　乙は、前号に定める図書の内、本マンションに係る設計図書（マンショ
ンの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第102条に規定する設計図
書）、管理規約の原本、総会議事録、総会議案書を、乙所定のデータサー
バー、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等にて電磁的記録の形式で保管する。

三　乙は、解約等により本契約が終了した場合には、乙が保管する前号の電
磁的記録､本表2(1)①で整備する組合員等の名簿及び出納事務のため乙が
預かっている甲の口座の通帳、印鑑等を遅滞なく、甲に引き渡す。

※2　議事経過の要領とは、開会、議題、議案、討議の内容および表決方法
 等、それらの要領の記載とする。

※2　議事経過の要領とは、開会、議題、議案、討議の内容および表決方法
 等、それらの要領の記載とする。
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別表第二　グランドマネージャー業務

１．業務実施の態様

(1) 業務実施の態様

(2) 勤務日・勤務時間等 勤務日・勤務時間等は、次の各号に掲げるとおりとする。

一　勤務日・勤務時間は、次のとおりとする。
週５日（月曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日）
午前９時～午後６時（休憩時間６０分を含む。）

二　緊急事態の発生したとき、甲の依頼があったとき、その他やむを得ない場合に
おいては、当該勤務日・勤務時間以外に適宜勤務するものとし、その勤務時間分
は他の勤務日へ振り替えることができる。また、甲の依頼による勤務の場合は、
他の勤務日への振り替えに代えて、乙は甲に対しその費用を請求することができ
る。なお、本契約に定める勤務日及び勤務時間は、ごみ収集日及び収集時間の変
更に伴い、変更する場合がある。

三　乙が行う研修参加日（年6回程度）及び定期健康診断受診日（年3回程度）等の
日については、出勤しないものとする。※１

※ １　研修参加日、定期健康診断受診日等については、乙はあらかじめ甲に届け出るも
のとする。この場合、代勤マネージャーの派遣及び当日分の定額管理委託費の返金は
行わないものとする。

(3) 休日 休日は、次の各号に掲げるとおりとする。

一火曜日、水曜日、祝日及び国が定める休日
二夏季休暇(７月～９月の３日)、年末年始休暇(１２月３０日から１月３日)。※２

※２　休日を取得する場合、乙はあらかじめ甲にその旨を届け出るものとする。こ
の場合、乙は甲への代勤マネージャーの派遣及び当日分の定額管理委託費の返金
は行わないものとする。

(4) 臨時の休日 次の各号に掲げるときは、乙の判断により休日にすることができる。

一地震、台風等の自然災害及び疫病に伴う公共交通機関の運休その他やむを得ない
事情により、業務を行うことが困難な場合やそれらのおそれがある場合で、乙の
判断で休日にしたとき。　※３

二忌引又はグランドマネージャーの急な病気や怪我等の理由に伴う不測の事態によ
り業務の遂行が不可能になったとき※４

※

※

３　休日にした場合、乙は速やかに甲にその旨を届け出るものとする。
この場合、乙は甲への代勤マネージャーの派遣及び当日分の定額管理委託費の返金は
行わないものとする。
４　休日にした場合、乙は速やかに甲にその旨を届け出るものとする。
この場合、乙は甲への代勤マネージャーの派遣を可能な限り実施するものとし、万が
一代勤マネージャーの派遣が困難な場合は、当日分の定額管理委託費の取り扱いにつ
いては別途協議するものとする。

(5) 執務場所

２．業務の区分及び業務内容 上記勤務時間内において、下記の業務を行う。

(1) 受付等の業務 一 甲が定める各種使用申込の受付
二 甲が定める組合員等異動届出書の受付

三 宅配物の預かり、引渡し（貴重品、なまものは除く）

四 甲の指示に基づく、利害関係人に対する管理規約等の閲覧の受付

五 共用部分の鍵の管理及び貸出し

六 管理用備品の在庫管理

七 引越業者等に対する指示

(2) 点検業務 一 建物、諸設備及び諸施設の外観目視点検（屋上、庇等落下の危険が伴う箇所での
点検及びタラップ、マンホール内等２ｍ以上の落差がある箇所、高所等乙が危険
と判断した場合は除く）

二 照明の点灯及び消灯並びに管球類等の点検、交換（屋上、庇等落下の危険が伴う
箇所での点検、交換及び乙が危険と判断した場合を除く）

三 諸設備の運転及び作動状況の点検並びにその記録

四 無断駐車等の確認

五 残留塩素の測定

(3) 立会業務 一 外注業者の業務の着手、実施の立会い

二 ごみ搬出時の際の立会い

三 災害、事故等の処理の立会い

(4) 報告連絡業務 一 甲の文書の配付又は掲示

二 各種届出、点検結果、立会結果等の報告

三 災害、事故等発生時の連絡、報告

(5) 管理補助業務 一 事務管理業務の補助

　執務場所は、管理員室を主とする。

　通勤管理方式　（グランドマネージャー１名）
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別表第三　コンシェルジュサービス業務

１．業務実施の態様

(1) 業務実施の態様

(2) 勤務日・勤務時間等 勤務日・勤務時間等は、次の各号に掲げるとおりとする。

一　勤務日・勤務時間は、次のとおりとする。
週７日（月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日）
午前９時～午後６時（休憩時間６０分を含む。）

二　緊急事態の発生したとき、甲の依頼があったとき、その他やむを得ない場合に
おいては、当該勤務日・勤務時間以外に適宜勤務するものとし、その勤務時間分
は他の勤務日へ振り替えることができる。また、甲の依頼による勤務の場合は、
他の勤務日への振り替えに代えて、乙は甲に対しその費用を請求することができ
る。

三　乙が行う研修参加日（年6回程度）及び定期健康診断受診日（年3回程度）等の
日については、出勤しないものとする。※１

※ １　研修参加日、定期健康診断受診日等については、乙はあらかじめ甲に届け出るも
のとする。この場合、代勤コンシェルジュの派遣及び当日分の定額管理委託費の返金
は行わないものとする。

(3) 休日 休日は、次のとおりとする。

一年末年始休暇(１２月３０日から１月３日)。※２

※２　休日を取得する場合、乙はあらかじめ甲にその旨を届け出るものとする。こ
の場合、乙は甲への代勤コンシェルジュの派遣及び当日分の定額管理委託費の返
金は行わないものとする。

(4) 臨時の休日 次の各号に掲げるときは、乙の判断により休日にすることができる。

一地震、台風等の自然災害及び疫病に伴う公共交通機関の運休その他やむを得ない
事情により、業務を行うことが困難な場合やそれらのおそれがある場合で、乙の
判断で休日にしたとき。　※３

二忌引又はコンシェルジュの急な病気や怪我等の理由に伴う不測の事態により業務
の遂行が不可能になったとき※４

※

※

３　休日にした場合、乙は速やかに甲にその旨を届け出るものとする。
この場合、乙は甲への代勤コンシェルジュの派遣及び当日分の定額管理委託費の返金
は行わないものとする。
４　休日にした場合、乙は速やかに甲にその旨を届け出るものとする。
この場合、乙は甲への代勤コンシェルジュの派遣を可能な限り実施するものとし、万
が一代勤コンシェルジュの派遣が困難な場合は、当日分の定額管理委託費の取り扱い
については別途協議するものとする。

(5) 執務場所

２．業務の区分及び業務内容 上記勤務時間内において、下記の業務を行う。
(1) 受付等の業務 一 外来者の応接、居住者との対応、電話の接受

二 共用部分の鍵の管理及び貸出し

三 管理用備品の在庫管理

四 甲が定める各種使用申込の受付

五 甲が定める組合員等異動届出書の受付

六 各種サービスの取次、紹介、受付等

七 共用施設の利用受付（予約状況管理、利用申込・受付、鍵の受渡し、使用料の徴
収・管理）

(2) コミュニティマート 一 コミュニティマートでのサービス業務　午前９時から午後６時まで

運営業務 （休日を除く）

(3) 報告連絡業務 一 各種届出等の報告

二 災害、事故等発生時の連絡、報告

　執務場所は、フロント及びコミュニティマートを主とする。

　シフト制　２名／日（３名体制）
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別表第四　アシスタントマネージャー業務

１．業務実施の態様
(1) 業務実施の態様

(2) 勤務日・勤務時間等 勤務日・勤務時間等は、次の各号に掲げるとおりとする。

一　勤務日・勤務時間は、次のとおりとする。
グランドマネージャー勤務日の午後６時から翌午前９時まで及びグランドマネー
ジャー休務日の午前９時から翌午前９時までの２４時間（シフト制）とする。

二　緊急事態の発生したとき、甲の依頼があったとき、その他やむを得ない場合に
おいては、当該勤務日・勤務時間以外に適宜勤務するものとし、その勤務時間分
は他の勤務日へ振り替えることができる。また、甲の依頼による勤務の場合は、
他の勤務日への振り替えに代えて、乙は甲に対しその費用を請求することができ
る。

三　乙が行う研修参加日（年6回程度）及び定期健康診断受診日（年3回程度）等の
日については、出勤しないものとする。※１

※ １　研修参加日、定期健康診断受診日等については、乙はあらかじめ甲に届け出るも
のとする。この場合、代勤マネージャーの派遣及び当日分の定額管理委託費の返金は
行わないものとする。

(3) 臨時の休日 次の各号に掲げるときは、乙の判断により休日にすることができる。

一地震、台風等の自然災害及び疫病に伴う公共交通機関の運休その他やむを得ない
事情により、業務を行うことが困難な場合やそれらのおそれがある場合で、乙の
判断で休日にしたとき。　※２

二忌引又はマネージャーの急な病気や怪我等の理由に伴う不測の事態により業務の
遂行が不可能になったとき※３

※

※

２　休日にした場合、乙は速やかに甲にその旨を届け出るものとする。
この場合、乙は甲への代勤マネージャーの派遣及び当日分の定額管理委託費の返金は
行わないものとする。
３　休日にした場合、乙は速やかに甲にその旨を届け出るものとする。
この場合、乙は甲への代勤マネージャーの派遣を可能な限り実施するものとし、万が
一代勤マネージャーの派遣が困難な場合は、当日分の定額管理委託費の取り扱いにつ
いては別途協議するものとする。

(4) 執務場所

２．業務の区分及び業務内容 上記勤務時間内において、下記の業務を行う。
(1) 一 受付業務の補助

二 点検業務の補助

三 立会業務の補助

四 報告連絡業務の補助

　執務場所は、管理員室を主とする。

　シフト制　１名／日（３名体制）

グランドマネージャー
業務の補助業務
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別表第五　清掃業務

①

②
③

区分

①建物周囲
① ゴミが落ちていないか
② 隅に埃の堆積、汚れがないか

金属部分（館銘板、連結送水
管、庭園灯等）磨き又は拭き

日常 毎勤務日 ① 金属部分（館銘板、連結送水
管、庭園灯等）に埃の堆積、
汚れがないか

① 季節に合わせて散水され、草
が目立たないか

② 植栽の枯れがないか
① ゴミが落ちていないか
② 隅に埃の堆積、汚れがないか
① ゴミが落ちていないか
② 隅に埃の堆積、汚れがないか
① ゴミが落ちていないか
② 隅に埃の堆積、汚れがないか
① ゴミが落ちていないか
② 隅に埃の堆積、汚れがないか
① 雨水桝の管口がふさがってい

ないか
② 側溝、排水口のゴミ、泥の堆

積、草が定期的に除去されて
いるか

① 照明器具内に虫が入っていな
いか

② 照明器具に埃の堆積がなく、
汚れがないか

八 看板、ボックス、金
属類

除埃、拭き 日常 毎勤務日 ① 埃の堆積、汚れがないか

②建物内部
① ゴミが落ちていないか
② 隅に埃の堆積、汚れがないか

③ マットに汚れ、砂、埃がない
か

機械洗浄、ワックスがけ 定期 ４回／年 ① ゴミが落ちていないか
カーペット清掃 ② 隅に埃の堆積、汚れがないか
床面油ジミなど除去 日常＋定

期
毎勤務日
＋４回／

① 黒ずみになった油汚れがない
か

風除室、エントラン
スホール、共用施
設、コミュニティ
マート、管理事務
室、コンシェルジュ
カウンター

一

１．通常清掃

(1)日常清掃 

週延べ時間：２５０時間
休業日　　：週１回、年末年始（１２月３０日から１月３日）
※ごみ収集日の変更に伴い休業日を他の勤務日に振り替えることができる。
振り替えができない場合はそれに代えて乙は甲に費用を請求することができる。
 次の各号に掲げるときは、乙の判断により休日にすることができる。
一　地震、台風等の自然災害及び疫病に伴う公共交通機関の運休その他やむを得
ない事情により、業務を行うことが困難な場合やそれらのおそれがある場合で、
乙の判断で休日にしたとき。※１
二　忌引又は清掃員の急な病気や怪我等の理由に伴う不測の事態により業務の
遂行が不可能になったとき※２
※１　休日にした場合、乙は速やかに甲にその旨を届け出るものとする。この場合、
代勤清掃員の派遣及び当日分の定額管理委託費の返金は行わないものとする。
※２　休日にした場合、乙は速やかに甲にその旨を届け出るものとする。この場
合に乙は甲への代勤清掃員の派遣を可能な限り実施するものとし、万が一代勤
清掃員の派遣が困難な場合は、当日分の定額管理委託費の返金については別途協議
するものとする。

(2)定期清掃 年４回(一部年１回)

(3)実施及び管理の方法

清掃品質の維持のため、下記の清掃標準に基づき清掃作業を実施する。
ただし、清掃標準における標準頻度とは、インスペクション基準を満たすために想定される参考値であり、
実際の作業頻度とは異なる場合がある。また、落葉、除雪、台風、集中豪雨等、特別な作業が優先される
時は、標準頻度を大幅に変更する場合がある。
清掃品質の管理状況は、定期的に清掃インスペクション（清掃性能調査）を実施し、報告する。
清掃標準の内容は、状態変化に伴い適宜見直しを行う。

(4)清掃標準

清掃対象部位 清掃方法
標準頻度
（参考）

インスペクション基準

一 建物周囲 ゴミ拾い 日常 毎勤務日

二 植込み 散水、除草 日常 毎勤務日

ゴミ拾い 日常 毎勤務日

三 駐車場 ゴミ拾い 日常 毎勤務日

四 バイク置場 ゴミ拾い 日常 毎勤務日

五 自転車置場 ゴミ拾い 日常 毎勤務日

六 側溝、排水口、雨水
桝

ドレインゴミ除去、泥撤去 日常 １回／年

七 照明器具 照明器具（カバー内含む）・
表示灯拭き

日常 １回／年

床掃き拭き、マット清掃 日常＋定
期

毎勤務日
＋４回／
年
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備品・看板、メールボック
ス、掲示板、応接セットちり
はらい、拭き

日常 毎勤務日 ① 埃の堆積、汚れがないか

ドア（溝含む）拭き 日常 毎勤務日 ① 埃の堆積、汚れがないか

ドアノブ拭き 日常 毎勤務日 ① 埃の堆積、汚れがないか

① 拭きムラ、汚れ、手垢がない
か

② シール、テープ糊がないか

① 埃の堆積、汚れがないか

② シール、テープ糊がないか

① 埃の堆積、汚れがないか

② シール、テープ糊がないか

① 照明器具内に虫が入っていな
いか

② 照明器具に埃の堆積がなく、
汚れがないか

換気口ちりはらい 日常 １回／週 ① 埃の堆積、汚れがないか

空調フィルター清掃 定期 １回／年 ① 埃の堆積、汚れがないか

① ゴミが落ちていないか
② 隅に埃の堆積、汚れがないか

床（溝含む）掃き拭き 日常 毎勤務日 ① 埃の堆積、汚れがないか
① 埃の堆積、汚れがないか
② シール、テープ糊がないか
① 埃の堆積、汚れがないか
② シール、テープ糊がないか

換気口ちりはらい 日常 毎勤務日 ① 埃の堆積、汚れがないか
① ゴミが落ちていないか
② 隅に埃の堆積、汚れがないか

床面油ジミなど除去 日常＋定
期

毎勤務日
＋４回／

① 黒ずみになった油汚れがない
か

機械洗浄 定期 ４回／年 ① ゴミが落ちていないか
② 隅に埃の堆積、汚れがないか

目隠し板ちりはらい 日常 毎勤務日 ① 埃の堆積、汚れがないか
① 照明器具内に虫が入っていな

いか
② 照明器具に埃の堆積がなく、

汚れがないか
① 埃の堆積、汚れがないか
② シール、テープ糊がないか

目隠しスクリーン、ルーバー
の拭き

日常 １回／年 ① 埃の堆積、汚れがないか

玄関ポーチちりはらい、床面
ゴミ拾い

日常 毎勤務日 ① 埃の堆積、汚れがないか

① ゴミが落ちていないか
② 隅に埃の堆積、汚れがないか

機械洗浄 定期 ４回／年 ① ゴミが落ちていないか
② 隅に埃の堆積、汚れがないか

床面油ジミなど除去 日常＋定
期

毎勤務日
＋４回／

① 黒ずみになった油汚れがない
か

手摺ちりはらい・拭き 日常 毎勤務日 ① 埃の堆積、汚れがないか
① ドアに汚れがないか
② 取っ手に埃の堆積、汚れがな

いか
① 照明器具内に虫が入っていな

いか
② 照明器具に埃の堆積がなく、

汚れがないか
金属類ちりはらい又は拭き 日常 毎勤務日 ① 埃の堆積、汚れがないか

② シール、テープ糊がないか
① 拭きムラ、汚れ、手垢がない

か
② シール、テープ糊がないか

換気口ちりはらい 日常 １回／週 ① 埃の堆積、汚れがないか
空調フィルター清掃 定期 １回／年 ① 埃の堆積、汚れがないか

① ゴミが落ちていないか
② 隅に埃の堆積、汚れがないか

機械洗浄 定期 ４回／年 ① ゴミが落ちていないか

② 隅に埃の堆積、汚れがないか

床面油ジミなど除去 日常＋定
期

毎勤務日
＋４回／

① 黒ずみになった油汚れがない
か

外階段五

ガラス拭き 日常 毎勤務日

集合玄関機拭き 日常 毎勤務日

壁面ちりはらい 日常 毎勤務日

照明器具（カバー内含む）・
表示灯拭き

日常 １回／年

二 エレベーター籠 ゴミ拾い 日常 毎勤務日

壁面ちりはらい 日常 毎勤務日

壁面金属部分磨き 日常 毎勤務日

三 外廊下 ゴミ拾い（排水溝、ドレイン
含む）

日常＋定
期

毎勤務日
＋４回／

照明器具（カバー内含む）・
表示灯拭き

日常 １回／年

金属類（消火器、消火栓ボッ
クス、ＥＶ呼ボタン等）ちり
はらい又は拭き

日常 毎勤務日

四 エレベーターホー
ル、メールコーナー

床掃き拭き 日常＋定
期

毎勤務日
＋４回／

ドア拭き 日常 毎勤務日

照明器具（カバー内含む）・
表示灯拭き

日常 １回／年

ガラス拭き 日常 毎勤務日

床掃き拭き 日常＋定
期

毎勤務日
＋４回／
年
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手摺ちりはらい・拭き 日常 毎勤務日 ① 埃の堆積、汚れがないか
① ドアに汚れがないか

② 取っ手に埃の堆積、汚れがな
いか

① 照明器具内に虫が入っていな
いか

② 照明器具に埃の堆積がなく、
汚れがないか

① ゴミが落ちていないか
② 隅に埃の堆積、汚れがないか

床面機械洗浄、ワックス仕上 定期 ４回／年 ① ゴミが落ちていないか
② 隅に埃の堆積、汚れがないか
① 尿石、黄ばみ、黒ずみ、汚

れ、汚垂れ等はなく清潔か
② 臭気確認
① 汚れ、ほこりは目立たないか
② 鏡、洗面台の表面の汚れ、拭

きムラ、排水口のゴミ、カ
ビ、水垢はないか

トイレットペーパー補充 日常 毎勤務日 ① 補充はあるか
ゴミ仕分・整理 日常 毎勤務日 ① ゴミの仕分、整理ができてい

るか
① ゴミが落ちていないか
② 隅に埃の堆積、汚れがないか
① ドアに汚れがないか
② 取っ手に埃の堆積、汚れがな

いか
排水口清掃 日常 毎勤務日 ① 排水口にゴミがないか
ゴミ容器洗い 日常 毎勤務日 ① 汚れ、臭いがないか
換気口ちりはらい 日常 １回／週 ① 埃の堆積、汚れがないか

①

②
③

２．特別清掃

(1)

①

②

(2)

①

②

ドア拭き 日常 １回／週

照明器具・表示灯ちりはらい 日常 １回／年

共用トイレ 床掃き拭き 日常＋定
期

毎勤務日

衛生陶器拭き 日常 毎勤務日

金属部分磨き 日常 毎勤務日

七 ゴミ置場

床の掃き拭き、洗い 日常 毎勤務日

ドア拭き 日常 毎勤務日

六

ブランコによるガラス拭き

手摺ガラスの外面

特記事項
沈着、腐食、傷や劣化・経年による変色等清掃により改善することができないものは、清掃インスペクション
（清掃性能調査）の対象外とする。

高所作業又は危険を伴う箇所の作業は、契約対象外とする。
祝日、国が定める休日又は年末年始休暇を含む週の作業時間は、標準作業時間に満たない場合がある。

回数 年４回

一部

ガラス清掃

各棟共用部分のガラス
脚立等の使用によるガラス拭き

共用施設のガラス

清掃対象部分 清掃方法

高所ガラス清掃

外壁に面するガラスの
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別表第六　建物・設備管理業務

（１）建物定期外観点検

点 検 内 容 点検回数

床防水面の膨れ・破断・剥がれ等の有無

パラペット笠木のひび割れ・欠損・浮き・鉄筋露出等の有無

ドレン（排水）金物の錆の発生・腐食・詰まり等の有無

壁面のひび割れ・欠損・浮き・剥がれ等の有無

庇等のひび割れ・欠損・浮き・剥がれ等の有無

雨水管の破損・支持金物の不良等の有無

天井面のひび割れ・欠損・剥がれ・漏水跡等の有無

壁面のひび割れ・欠損・剥がれ等の有無

床面のひび割れ・欠損・剥がれ等の有無

建具の不良・ガラスの破損箇所等の有無

上裏（天井）のひび割れ・欠損・剥がれ等の有無

壁面のひび割れ・欠損・剥がれ等の有無

床面のひび割れ・欠損・剥がれ等の有無

鉄部に錆の発生・腐食・剥がれ等の有無

上裏（天井）のひび割れ・欠損・剥がれ等の有無

壁面のひび割れ・欠損・剥がれ等の有無

床面のひび割れ・欠損・剥がれ等の有無

天井、壁、床面の異常の有無

室内漏水等の有無

建具の不良、ガラスの破損箇所等の有無

天井、壁、床面の異常の有無

室内の漏水等の有無

建具の不良等の有無

天井、壁、床面の異常の有無

室内の漏水等の有無

建具の不良等の有無

天井、壁、床面の異常の有無

室内の漏水等の有無

建具の不良等の有無

床面の異常、車止めの外れ・破損の有無

ライン、文字の状態

屋根面（天井面）・床面の異常等の有無

ライン、文字の状態

⑫ コンクリート・タイル・レンガのひび割れ・破損等の有無

変形や破損、錆の発生・腐食等の有無

コンクリート・ブロック基礎の異常等の有無

地盤沈下の有無

境界の塀の破損・倒れ等の有無

天井、壁、床面の異常の有無

室内の漏水等の有無

建具の不良の有無

⑭ 外構関係

⑮ その他共用諸施設

⑨ 共用トイレ

⑩ 駐車場

⑪ 自転車置場

花壇

⑬ フェンス関係

　１　外観点検・緊急対応業務

点 検 部 位

① 屋上周り

年１回

② 外壁周り

③ エントランス周り

④ 共用廊下

⑤ 共用階段

⑥ 管理事務室

⑦ ゴミ置場

⑧
電気室・盤室・設備室
(電力会社借室内を除く)
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（２）設備機器定期外観点検

点 検 内 容 点検回数

屋上排水口の不良、落下物等の危険物の有無

オートロックドア開閉状況・がたつき・異音の有無、雨水桝・排水桝
の表層部の破損の有無

アンテナ素子欠損の有無、取付部異常の有無、ポール等の錆の有無

ポール・ベースプレート等の腐食の有無

照明器具の汚れ・破損の有無、不点灯の有無

タイマー作動異常の有無、マグネット異音の有無、端子・盤の状態

水槽内の汚れ状況、外面への漏水の有無、マンホール蓋のパッキン破
損・施錠異常の有無、基礎の異常の有無、満水警報異常の有無、防虫
網・弁類等の異常の有無

保温ラッキング損傷、支持金物損傷、配管からの漏水の有無

ポンプ発停の異常の有無、圧力タンク外観の異常の有無、メカニカル
シールからの水漏れの有無、振動・騒音等発生の有無

内外部分の錆・汚れの発生状況、配線・端子の損傷の有無、異音・異
臭の有無、表示ランプ異常の有無、計器異常の有無

作動異常の有無、異音発生の有無、破損等の有無

内外部分の錆・汚れの発生状況、配線・端子・ブレーカーの損傷の有
無、表示ランプ異常の有無、計器表示異常の有無

作動状況、チャッキ弁の異常の有無、槽内の状況、取付状況

内外部分の錆・汚れの発生状況、配線・端子・ブレーカーの損傷の有
無、表示ランプ異常の有無、計器表示異常の有無、満水警報の作動状
況

共用トイレ(管理事務室等を含む)の便器破損、共用洗面器等の損傷、
給水・排水の異常の有無

変形、損傷、水漏れ等の有無又は状態

異音、損傷等の有無又は表示ランプの状態

変形、損傷、障害物等の有無又は状態

障害物等の有無

（３）緊急対応業務

甲又は本マンションの居住者等からの管理対象部分の共用設備におけ
る異常･故障等の連絡を受付け、一次対応として緊急対応業者を派遣
する。

※　機械警備業務は含まれない。

※　一次対応後の二次対応（補修工事等）は含まれない。

給水ポンプ

共用設備機器故障対応業務

年１２回

屋内外関係

テレビ共視聴設備

避雷設備

②
照
明
設
備

照明器具

電灯分電盤

貯水槽外観点検

③
給
水
設
備

共用部露出配管類
(貯水槽・給水ポンプ周り)

④
換
気
設
備

換気扇・ファン類

動力制御盤

⑤
排
水
設
備

排水ポンプ

動力制御盤

衛生器具等

２４時間

点 検 部 位

①
屋
内
外
設
備

屋上関係

動力制御盤

⑥
消
防
用
設
備
等

消火設備

警報設備

消防用水

避難階段等
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※　備考

水道法第３４条の２第１項、水道法施行規則第５５条に基づく貯水槽
の清掃、水槽内部、水槽外部、電極棒、電極保持器、定水位弁、ボー
ルタップの外観点検及び機能確認等

※　部品の故障等の交換費は別途有償となる。

（２）
水道法第３４条の２第２項、水道法施行規則第５５条１項に基づく簡
易専用水道等の施設及び管理状態に関する検査、給水栓における水質
の検査、書類の整理等に関する検査

年１回

電圧、自動運転、警報発報、制御盤表示、ポンプ、電動機、圧力タン
ク、バルブ、ゲージ、外観の点検

※　部品交換等が発生した場合は別途有償となる。

※　断水に起因し、劣化した部品の交換費は別途有償となる。

吸込圧力、電圧、自動運転、警報発報、制御盤表示、ポンプ、電動
機、圧力タンク、吸込圧力低下、逆流防止器、バルブ、ゲージ、外観
の点検

※　部品交換等が発生した場合は別途有償となる。

※　断水に起因し、劣化した部品の交換費は別途有償となる。

年１回（４）増圧給水ポンプ定期保守点検

・　外観点検は、目視によるものとし、複数存在する同一部位の同様の異常については、代表的な異常箇所のみを
　　報告書に記載する。

・　外観点検には、消防法に基づく点検及び什器の点検は含まれない。

・　目視点検が困難もしくは危険な箇所は、点検を実施できない場合がある。また、天候によって点検が一部実施
　　できない場合がある。

・　外観点検は、調査精度に限りがあるため、事象（漏水、外壁仕上げ材（タイル・石・塗膜・コンクリート・
　　モルタル）の剥落、がけ崩れ等）によっては、その発生を予見できない場合がある。

・　外観点検により、設備の故障あるいは建物の異常等が発見された場合の修理、交換、補充、清掃及び建物の
　　劣化診断については、別途費用となる。

簡易専用水道検査

（３）給水ポンプ定期保守点検 年１回

・　外観点検の部位及び点検内容については、マンションの主たる部位及びその点検内容を表示している。実際に
　　点検する部位及び点検内容の詳細は点検報告書によるものとする。なお、点検部位の名称については管理対象
　　部分の名称及び実際の部位の名称と異なる場合がある。

・　外観点検の項目は、関係法令、新技術の開発、建物設備構造の変化（更新）等により、必要に応じて変更する
　　場合がある。

　２　給水設備保守

（１）貯水槽清掃 年１回
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※

予め設定した本清掃の期間中に実施できない住戸がある場合には、再
清掃日（予備日）を設定する。再清掃は未実施の住戸のみを対象とし
て最大２回まで実施する。本清掃・再清掃を実施した後、居住者等の
都合により未実施の住戸がある場合でも、業務は終了とする。
本清掃または再清掃を未実施の住戸に対して、居住者等の希望により
清掃を実施する場合には、別途有償対応とする。
なお、作業工程上、日時の指定や変更を受けられない場合がある。
また、大型ドラム式洗濯機等で排水トラップが外せない場合、洗浄は
実施しない。

※

本清掃は高圧ジェット方式、再清掃日、日時等変更を受けた場合は、
原則スネークワイヤー方式にて実施する。ただし、排水口より洗浄
ホースが挿入できない箇所は、本清掃・再清掃を問わずサクションポ
ンプ方式にて実施する。

※
共用部分雑排水管・雑排水桝とは、生活排水の流れる立管、横引管、
外部埋設管、雑排水桝（桝内壁を含む）とする。

※

本清掃または再清掃を実施した住戸に関し、清掃作業完了後１年間に
雑排水管の詰まりが生じた場合は無償対応する。
配管不良・居住者の故意又は過失に起因する不具合、ディスポーザー
本体の不具合及び部品交換・修理などを伴う対応は別途有償となる。

建築基準法第１２条第３項に規定する特定建築物の建築設備定期検査

検 査 内 容 実施回数

①
非常用の照明器具及び予備電源の外観検査・照度測定（避難上必要と
なる部分のうち最も暗い部分を測定）等の性能検査

②
飲料用の配管・排水管の取付け・腐食及び漏水の状況、給水タンクの
設置状況、給水ポンプの運転の状況、排水トラップの取付けの状況、
排水管と公共下水道等への接続の状況、通気管の状況の検査等

消防法第１７条の３の３に規定する消防用設備等の点検 点検回数

① 消防用設備等の機器点検

消火器具、消火設備、警報設備、避難設備、消火活動上必要な設備の
点検（消防用設備等の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置、損
傷、機能について、告示に定める基準に従い、外観又は簡易な操作に
より確認する。）

６ヶ月１回

② 消防用設備等の総合点検
消火器具、消火設備、警報設備、避難設備、消火活動上必要な設備の
点検（消防用設備等の全部又は一部を告示に定める基準に従い、作動
させ、総合的な機能を確認する。）

年１回

※ 点検業務条件（自動火災報知設備・避難器具等で専有部分の訪問点検が必要な場合）

※

※

専有部分雑排水管（台所、洗面所、洗濯機置場、浴室）及び共用部分雑排水管・雑排水桝の清掃

―

予め設定した本点検の期間中に点検対象住戸（空室は除く）の８０％以上の点検を実施できな
かった場合は、再点検日（予備日）を設定する。再点検は未実施の住戸のみを対象として１回実
施し、業務終了とする。
なお、作業工程上、日時の指定や変更を受けられない場合がある。

消火器の放射試験に伴う消火器交換及び薬剤詰替えの費用については、別途精算とする。

消防用ホースの耐圧試験及び連結送水管の耐圧性能に関する試験が必要な場合、別途有償とな
る。

※　検査部位・内容は建物・管轄の地方自治体の指針により該当しない項目がある。
―

※　各設備の不具合箇所について関係写真を添付し、別紙報告書を提出する。

　４　建築設備定期検査

検 査 部 位

年１回

非常用の照明装置

給水設備及び排水設備

　５　消防用設備等点検

　３　排水設備保守

年１回

専有部分清掃条件

専有部分清掃方法

共用部分清掃範囲

排水保証
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（１）
運転状態、制御盤・巻上機、かご、昇降路・ピット、のりば、その他
機器等の点検、清掃、給油、調整、消耗部品・機器の修理・交換

年４回

（２）
加速走行状態、定常運転速度、定常運転速度変動、減速走行時間の点
検

年１２回

（３） 閉じ込め、起動不能、電源異常、制御装置異常、遠隔監視装置異常 常時

（４）
建築基準法第１２条第３項に規定する昇降機定期検査
（日本工業規格に基づく）

年１回

（５） 故障時の直接通話、故障時又は異常時の専門技術員派遣 ２４時間

次の事項は、本契約に含まれない。

・建物付属設備及び昇降路周壁の修理及び改修
・関係法令の改正、監督行政庁等の命令・要求による設備の
　改修又は新規付属物追加に関する工事
・甲及び利用者の不注意、不適当な使用及び管理により発生する
　工事及び専門技術員の派遣
・天災地変、その他不可抗力により発生する復旧及び改修工事
・修理又は取替工事に必要な建築関係工事
・意匠部品（昇降かご(ゴムタイルを含む)、各階乗場戸、三方枠、
　敷居、押釦等フェースプレート）の塗装、メッキ直し、修理、
　部品の取替
・対象昇降機と建物に付随する設備機器との接点連動状態の確認、
　当該付属設備機器の修理及び取替
・遮煙のりばドアの気密材交換工事
・遠隔監視装置等の機器の修理・取替又は撤去費用
・液晶ディスプレイ・調光ガラス等物件固有の設備、防犯カメラ
　システム及びかご用空調設備の修理、取替、部品交換工事
・巻上機、電動機等の一式取替

・遠隔点検、遠隔監視は広域災害等で電話回線が輻輳した場合、
　正常な受信が行えない場合がある。

制御装置、タッチパネル、表示部、受領印字部、荷物センサー、人セ
ンサー、蝶番・扉、電気錠、音声、外観、利用データ、お届け・受取
り操作、日付・時刻、滞留時間設定、電話回線の点検・調整、ボック
ス内の清掃

※　部品交換等が発生した場合は、別途有償となる。

（２）専門業者による電話運用支援 ２４時間

サッシ部、懸架部、動力作動部、制御装置、センサー部、電気回路、
その他の目視点検及び調整

※　部品交換等が発生した場合は、別途有償となる。

　７　宅配ボックス設備保守

（１）定期保守点検 年１回

　８　オートドア設備保守

定期保守点検 年４回

遠隔監視

法定検査

緊急対応

※　フルメンテナンス契約除外項目

―

※　注意事項

　６　エレベーター設備保守

エレベーター設備の点検・整備

遠隔点検
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外観、開閉機、ブレーキ装置、手動装置、スプロケット、ローラ
チェーン、ブラケット、巻取シャフト、スラット・吊元、座板、ケー
ス・まぐさ・押し車、ガイドレール、制御盤、リミットスイッチ、エ
マーゼンシスイッチ、逆巻防止スイッチ、押ボタンスイッチ、降下状
況、降下速度、巻上状況、光電センサー、障害物検知装置、リミット
スイッチ停止位置、異常音、スピルキーの点検・注油及び調整

※　部品交換等が発生した場合は、別途有償となる。

外観、電動、異音、手動開閉、リミットＳＷ取付状態、駆動ギア、ク
ラッチ、スプロケット、チェーン、ガイドローラー、補助戸車、光電
センサー、絶縁検査、戸当たりキャッチ、パトライト、過負荷検出の
確認

※　部品交換等が発生した場合は、別途有償となる。

※　備考

１０　チェーンゲート設備保守

定期保守点検 年１回

定期保守点検 年１回

・　本表の点検・検査内容の詳細については、報告書によるものとする。
　　なお、報告書については、保守点検実施業者の書式にて提出する場合がある。

・　本表各業務の内容については、該当設備の変更等状況により変更となる場合がある。

　９　シャッター設備保守
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管理費等保証委託契約約款 

 
 

（保証する債務） 

第１条 一般社団法人マンション管理業協会保証機構（以下「保証機構」という。）と保証機構会員（以下

「保証委託者」という。）とは、管理組合のために保証委託契約を締結し、保証委託者と管理組合間の管理

委託契約（出納業務の委託を含むものに限る。以下同じ。）に基づき管理費等を管理し又は委託業務費を前

受する保証委託者が、倒産等により管理組合に対し管理費等又は委託業務費の返還債務を負うこととなった

場合において、保証機構が保証委託者に替わってその返還債務につき管理費等１か月分の額を限度として履

行します。 
（管理費等の定義） 

第２条 この約款において、管理費等とは、管理組合が毎月及び定期的に区分所有者から徴収する次の費用を

いい、一時的に徴収する工事分担金等は含まないものとします。 

 （1）管理費 

 （2）修繕積立金 

 （3）敷地又は共用部分等の専用使用料 

 （4）その他管理規約に定められた管理に要する費用 
（管理費等又は委託業務費の返還原因） 

第３条 次の各号の一に該当するときは、管理費等又は委託業務費の返還原因が発生したものとします。 

 （1）保証委託者が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、

又は自らこれをなしたことにより、管理委託契約が終了したとき 

 （2）保証委託者が、手形、小切手の不渡り等支払いを停止したこと、又は手形交換所の取引停止処分を受け

たことにより、管理委託契約が終了したとき 

 （3）その他保証委託者の経営が破綻し、保証機構が、管理業務の継続及び管理費等又は委託業務費の返還が

著しく困難と認めたとき 

（通知義務） 

第４条 次の各号の一に掲げる事実が生じたときは、保証委託者は直ちに書面をもってその事実を保証機構に

通知しなければなりません。 

 （1）前条各号に該当したとき 

 （2）前号のほか返還債務の履行に影響を及ぼすべき事実が生じたとき 
（責任の範囲） 

第５条 保証機構は、管理費等保証委託契約受諾書並びに次条に規定する保証委託契約受諾の証明に記載され

た保証期間に、保証委託者が、第３条第１号若しくは第２号に掲げる管理委託契約の解除の原因となる事項

に該当し、又は同条第３号に該当する事実により、管理費等又は委託業務費の返還債務を負うこととなった

場合、管理組合に対し、保証の責めを負います。 
（保証委託契約受諾の証明） 

第６条 保証機構は、保証委託契約を締結したとき及び保証委託者が新たに管理委託契約を締結した旨の届出

をしたときは、管理組合に対し、インターネットを利用して閲覧に供する方法により、保証委託契約受諾の

証明（以下「保証受諾証明」という。）を行います。この場合において、保証機構は、管理組合ごとの保証受

諾証明を一般社団法人マンション管理業協会（以下「協会」という。）ホームページに掲載します。 

（保証受諾の確認） 

第７条 保証機構は、管理組合ごとの個別のＩＤとパスワードを設定し、保証委託者へ通知します。 

 ２ 保証委託者は、前項において保証機構から通知を受けたＩＤとパスワードを、ただちに管理組合に通知

しなければなりません。 

 ３ 前項において、保証委託者からＩＤとパスワードの通知を受けた管理組合は、インターネットを利用し

て、ＩＤとパスワードを入力し、保証受諾証明の確認を行ってください。この場合において、保証委託者

は、当該確認を行った管理組合を一覧表にして保証機構に報告しなければなりません。 

４ 前項において、管理組合が、保証受諾証明の確認を行うことができないときは、保証委託者は、保証受

諾証明を書面として出力し、管理組合に交付しなければなりません。この場合において、保証委託者は、そ

の交付に係る受領書を管理組合から受領し、受領後遅滞なく保証機構に提出しなければなりません。 
（善管注意義務） 

第８条 保証委託者は、保証機構から通知を受けた管理組合ごとの個別のＩＤとパスワード、及び書面として

出力した保証受諾証明を、善良なる管理者としての注意をもって取り扱わなければなりません。 
（保証受諾証明使用上の禁止事項） 

第９条 保証委託者は、次の各号に該当する行為をしてはなりません。 

 （1）保証機構から通知を受けたＩＤとパスワードを、通知すべき管理組合以外の者に通知すること。 

 （2）書面として出力した保証受諾証明を、交付すべき管理組合以外の者に交付すること。 

 （3）書面として出力した保証受諾証明を、改ざん又は訂正をして管理組合に交付すること。 
（損害賠償） 

第10条 保証委託者が前二条の規定に違背し、又は保証機構から通知を受けたＩＤとパスワード及び書面とし

て出力した保証受諾証明の紛失、盗難等により保証機構に損害を及ぼしたときは、保証委託者は、直ちにこ

れを保証機構に賠償しなければなりません。 
（保証金の額） 

第11条 保証機構が、管理組合に対し返還債務の履行として支払う金銭（以下「保証金」という。）は、管理

費等１か月分の額を限度とします。 

 ２ 保証委託者が管理組合に対し債権を有しており、その債権が管理費等返還請求権と相殺できる状態にあ

るときは、保証機構は保証金の額からその債権額を控除します。 

 ３ 管理組合が、管理費等又は委託業務費の返還原因による管理委託契約の消滅に基づき、すでに保証委託

者より、違約金、損害賠償金、慰謝料等の名目で金銭の支払いを受けている場合は、その支払い名目が何

であるかを問わず、保証機構は、保証金の額からその支払い額を控除します。 
（保証対象管理組合） 

第12条 保証機構が保証の責任を負う管理組合は、保証委託者と管理委託契約を締結しており、かつ、保証委

託者より保証機構に届け出のあった管理組合とします。 

 ２ 保証委託者は、管理組合と新たに管理委託契約を締結し又は管理委託契約を解約したときは、２月以内

に所定の方法により保証機構に届け出なければなりません。 

（保証金の請求及び支払い） 

第13条 管理組合は、保証金の支払いを受けようとするときは、所定の保証金請求書に、次の書類を添えて、

保証機構に提出しなければなりません。 

 (1) 管理委託契約書・重要事項説明書 

 (2) 債権額を証する書面 

 (3) その他保証機構が必要と認めた書類 

 ２ 保証機構は、前項の保証金請求書等を受領したときは、管理組合の要求に応じて、受領書を交付しま

す。 

 ３ 保証機構は、保証金の額等について調査のうえ、管理組合に対し、保証金を支払います。ただし、次条

乃至第16条に該当したときはこの限りではありません。 
（不可抗力による免責） 

第14条 保証機構は、戦争、暴動、その他の事変又は地震、噴火、その他これに類する天災等、保証委託者の

責めに帰することのできない客観的事由により管理費等又は委託業務費の返還債務が生じた場合には、保証

の責めには任じません。 

（免責事項） 

第15条 管理組合が、次の各号の一に該当したことにより生じた返還債務については、保証機構は、保証金支

払の責めを負わないものとします。 

 （1）管理組合が、管理組合の故意又は過失により、管理組合名義の口座の通帳（キャッシュカードを含む。

以下同じ。）又は印鑑（当該口座の暗証番号、電子取引におけるパスワード等を含む。以下同じ。）若し

くは有価証券を保証委託者又は保証委託者の被用者（以下「保証委託者等」という。）に引き渡す等、管

理委託契約に定める通帳又は印鑑若しくは有価証券の保管に関する管理組合の管理責任を怠ったとき 

 （2）管理組合が、管理組合の故意又は過失により、保証委託者等に管理委託契約の目的に該当しない管理費

等の払戻しを承認し又は管理費等を引き渡す等、管理費等の管理責任を怠ったとき 

 （3）管理組合が、保証委託者等と通謀して管理費等の払戻し等をしたとき 

 ２ 管理組合が、次の各号の一に該当し保証機構に不利益を及ぼしたときは、保証機構は、当該不利益の範囲

で保証金支払いの責めを負わず、又は保証金を減ずるものとします。 

 （1）前項各号の調査に関し、正当な理由なく保証機構が要求した書類の提出、説明又は調査に速やかに応じな

かったとき 

 （2）第18条の調査に関し、第３条又は第11条第２項若しくは第３項の事項について正当な理由なく説明に応ぜ

ず、又はその調査を妨げたとき 

 （3）管理委託契約書以外に保証委託者との間で保証機構に不利益な内容の念書、覚書等を取り交わしたとき 
（保証金支払いの留保） 

第16条 次の各号の一に該当するときは、保証機構は、保証金の支払いを留保することができます。 

 （1）管理費等又は委託業務費の返還原因の有効性について疑義があるとき 

 （2）管理費等の額について疑義があるとき 

 （3）前条第１項各号又は第２項各号の一に該当するおそれがあるとき 

 ２ 前項各号に該当し、保証金の支払いを留保するものについては、保証機構は、必要な調査の終了後、遅滞な

く保証金の支払いを行うか否かを決定し、書面により管理組合及び保証委託者にその旨を通知します。 
（保証金支払い請求権の存続期間） 

第17条 保証機構は、管理費等又は委託業務費の返還原因の発生後１年を経過した後は、管理組合からの保証金

の支払い請求を受付けません。 
（調査） 

第18条 保証機構は、保証委託契約に関して必要と認めたときは、保証委託者に対し必要な書類の提出を求め、

保証委託者の事務所等につき立入調査をし、その説明を求めることができます。 
 ２ 保証機構は、保証委託者の経営に危惧があると認めたときは、前項に定める調査の他、保証委託者に対

し、必要な商業帳簿の提出を求め、閲覧をし、その説明を求めることができます。 

 ３ 保証機構は、保証金の支払いに関し必要があるときは、保証委託者又は管理組合に対し必要な書類の提出及

び説明を求め、又は必要な事項を調査することができます。 
（代位権） 

第19条 保証機構は、保証金を支払ったときは、その金額の限度内において、管理組合が保証委託者に対して有

する権利を取得します。 

 ２ 保証機構は、保証金を支払ったときは、前項の権利の保全及び行使に必要な書類の交付を管理組合に請求で

きるものとします。 

（求償権等） 

第20条 保証機構は、保証金を支払ったときは、その支払った金額及び支払った日の翌日から保証委託者が求償

債務の履行を完了するまでの期間の日数に応じ年18.25%の割合による遅延損害金（ただし、365日日割計算とし

ます。）について保証委託者に対し求償権を取得します。 
 ２ 保証機構が保証金を支払ったときは、保証委託者は、前項の金員及び保証機構が求償権を行使するために

要した費用の全額を、保証機構に支払わなければなりません。 

 ３ 保証委託者は、管理組合に対抗できる理由その他の理由をもって前項の支払いを拒むことはできません。 
（求償権の事前行使） 

第21条 保証機構は、保証委託者が次の各号の一に該当し、求償権の保全に支障が生じ、又は生じるおそれがあ

るときは、代位弁済前に求償権を行使することができます。 

 （1）保証委託者がこの約款に違反したとき 

 （2）差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売申立てを受けたとき 

 （3）破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自らこれをな

したとき、若しくは解散したとき 

 （4）公租公課につき差押え又は保全差押えを受けたとき 

 （5）手形、小切手につき不渡りとしたとき、又は取引停止処分を受けたとき 

 （6）金銭債務の履行のための支払いを停止したとき 

 （7）その他保証委託者の経営が破綻し、管理業務の継続及び管理費等又は委託業務費の返還が不可能と認めら

れるとき 

 （8）理由の如何を問わず、管理業務の継続及び管理費等又は委託業務費の返還が不可能と認められるとき、若

しくはおそれがあると認められるとき 

 ２ 前項の場合において、保証機構が行使する求償権の範囲は、管理費等保証委託契約受諾書に記載の保証受諾

金額を限度とします。 
（保証委託契約の解除等） 

第22条 保証委託者が次の第１号乃至第７号の一に該当するときは、保証機構は、何らの催告を要せず、保証委

託契約を将来に向かって解除することができ、第８号に該当するときは、保証委託契約は当然に終了となりま

す。 

 （1）管理費等保証委託契約申込書及び申込に必要な添付書類に著しく虚偽の記載がしてあったとき 

 (2) 第７条第３項に規定する報告を怠ったとき 

 (3) 第７条第４項に規定する保証受諾証明の受領書の提出を怠ったとき 

 (4) 第15条第２項第３号に該当する締結行為があったとき 

 (5) 第18条に規定する調査に応じなかったとき、又は調査を妨げたとき 

 (6) 経営の安定性を維持することが困難と認められるとき 

 (7) その他管理費等保証委託契約に違反したとき 

 (8) 保証機構の会員資格を喪失したとき 

 ２ 前項の規定により保証委託契約の解除等が行われた場合であっても、保証委託契約の解除等前に保証委託者

と管理委託契約を締結し、かつ、保証機構に届け出のあった管理組合に対する保証機構の責任は、前項第１

号乃至第７号に該当する場合は第５条の規定を準用するものとし、前項 第８号に該当する場合は管理委託

契約満了日又は保証委託契約満了日の早い方の時期までとします。 

 ３ 保証機構は、保証委託者が第１項各号に該当したことにより保証委託契約を解除等した場合は、その旨を公

表することができるものとします。 
（契約の更新） 

第23条 保証委託者が現に有効な保証委託契約を更新しようとする場合は、当該保証委託契約が満了する前まで

に、管理費等保証委託契約申込書を保証機構に提出したうえで、保証機構の承諾を得なければなりません。 

 ２ 保証機構が前項の申込を承諾したときは、保証委託契約は本約款と同一の条件をもって更に１年間更新され

たものとします。 
（担保の提供） 

第24条 保証機構は、保証機構が必要と認めたときは、別に定める保証機構業務取扱規則の規定に基づき、保証

委託者に対し保証機構の認める担保の提供を求めることができるものとします。 
（管轄裁判所） 

第25条 本約款の保証委託契約に関する訴訟については、保証機構の所在地を管轄する裁判所を合意による管轄

裁判所とします。 
（その他） 

第26条 本約款に定めのない事項については、民法その他の法令に従うものとします。 

 (R3.10.1) 


